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第 3回小児がん医療 ･支援のあり方に関する検討会

議事次第

日 時 :平成 24年 6月25日 (月)17:00-19:00

場 所 :厚生労働省(12階専用 15･16会議室)

議 事 次 第

1 開 会

2 議 題

(1)小児がん拠点病院 (仮称)の要件

(2)小児がん医療 ･支援の中核的な機関のあり方について

(3)その他

【資 料】

資料 1 小児がんにおける課題と支援策 (小俣構成員提出資料)

資料 2 小児がん拠点病院 (仮称)のあり方 (秦)に対する意見

資料 3 小児がん拠点病院 (仮称)のあり方 (秦)

参考資料 1 提案事項 (がん対策推進協議会委員 松月みどり

(公益社団法人日本看護協会常任理事))

参考資料 2 ′ト児がん拠点病院に関する患児家族からの要望書

(公益財団法人 がんの子どもを守る会 理事長 山下公輔)

参考資料 3 ｢小児がん医療 ･支援のあり方に関する検討会｣開催要綱

参考資料4 日本小児血液 ･がん学会 ｢日本小児血液 ･がん専門医研修施設｣

申請条件について

参考資料 5 日本小児外科学会 ｢認定施設｣申請資格について

参考資料 6 がん対策推進基本計画 (平成24年 6月)

参考資料 7 -今後の小児がん対策のあり方について～ (小児がん専門委員会報告書)

参考資料 8 がん診療連携拠点病院の整備について (平成 20年 3月 1日健発

第0301001号)



小児がんにおける課題と支援策

武蔵野大学人間科学部社会福祉学科准教授

小俣 智子



小児がんにより起こる生活課題

2012･6･25 第3回小児がんi医掛 支琴_に関するあり方検討委員会 提出 小俣



小児がん患者への支援ネットワーク

2012.6.25 第3回小児がんi医療.支援 に関するあり方検討委員会 提出 小俣
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ロ頭重亘コ

小児がん拠点病院 (仮称)のあり方 (莱)に対する意見

く拠点病院の名称について)

● 拠点病院は｢小児がん連携推進病院｣または｢小児がん連携推進拠点病院｣､

協力病院は ｢小児がん連携病院｣としてはどうか｡(水谷構成員)●｢協力病院｣は一定程度の専門性を備えた病院であり､ネットワーク内で主

体的に小児がんに関わることから例えば ｢連携病院｣とするべき｡(水谷構

成員､小俣構成員)

(背景)

●｢小児がん年間豊症患者数は2000-2500人｣に修正するべき｡(田

口構成員)

1.拠点病院に期待され る役割について

● 思春期がん (15-20歳未満)も小児がん拠点病院の対象となることを明

_ 確にするべき｡(天野構成員)

● 再発､難治(もともと治療成績が悪い場合と治療抵抗性になった場合がある)

がんを診ることのできる､｢最後の砦｣となる施設として位置付けていただ

きたい｡(天野構成員)●トータルケアの実施を入れるべきO(小俣構成員)●トータルケア､特に全身管理を行うことを入れるべき (水谷構成員)

● 臨床研究に主体的に関わることを入れるべき｡(水谷構成員)

●､ ｢拠点病院の施設の長は当該診療科が地域や全国の連携病院と小児がん診

療の協力体制を推進する責務を負っていることを十分認識し､これを支援し

なければならない｡｣を盛り込むべき｡(水谷構成員)

2.拠点病院の当面必要な数にらいて

● 集約化は患者や家族の負担になることから､その負担を軽減するような宿泊

施設等の整備や支援も必要｡(小俣構成員)

4.拠点病院の要件について (別紙)

1 診療体制

(1)診療機能

● [1]のアについて ｢小児に多いがん (造血器腫癌､固形性病 (脳腫癌や骨軟

部腫療皇全生))､､､｣に修正するべき.(田口構成員)

● [1]のイの ｢キャンサーボー ド｣にコメディカルも入っていることを明記す
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るべき｡(三浦構成員)

● [1]のりに長期フォローアップ外来の設置を少なくとも ｢望ましい｣として

要件に入れるべき｡(天野構成員)

● [1]のりに長期フォローアップ体制を要件に記載するべき｡晩期合併症対策

を要件に記載するべき｡(田口構成員)

● ′[1]に ｢造血幹細胞移植及び肝臓移植を実施できること｣を追加するべき｡

(田口構成員)

● [3]に ｢ネットワーク内の連携病院に対して､緩和ケアに関する診療支援を

提供できること｡｣を追加｡(水谷構成員)

● [3]のアが小児の緩和ケアチームであることを明らかにするべき(天野構成

員)

● [3]のイ｢外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること

が望ましい｣の ｢望ましい｣を削除｡(田口構成員)

● [3]の力 ｢緩和ケアに尚する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど､

地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備するこ

とが望ましい｣の ｢望ましい｣を削除｡(田口構成員)

+ [4]のアを｢地域の医療機関から紹介された坐盟がん患者の受入れを行うこ

と｡また､領域別の高度に専門的な小児がん医療を提供できる医療機関の情

報を収集し､小児がん患者の状態に応じて紹介を行うこと｡｣に修正｡(水谷

構成員)

(2)診療従事者

● [2]の力を 川､児臨床心理士｣｢小児科領域に関する専門的知識を有する社

会福祉士｣に修正｡(三浦構成員)

● [3]のイを ｢小児がん拠点病院の長は､ブロック内において当該病院の診療

科が果たすべき役割を自覚し､当該小児がん拠点病院においてがん医療に携

わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期的

に評価し､､､｣に修正｡.(水谷構成員)

(3)医療施設

● [2]のり｢小児がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための

場を設けることが望ましい｣の ｢望ましい｣を削除｡(田口構成員)

(4)診療実績

●｢小児患者に対する十分な トータルケアの実績を有し､その上で造血器肢痛

について年間新規症例数が10件程度以上であること｡(骨髄移植推進財団
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認定施設あるいはさい帯血バンクネットウーク登録施設であること)｣に修

正｡(水谷構成員)

● 固形腫癌について年間新規症例数が10件程度以上 (うち脳 暮脊髄腫癌が2

例壁塵以上)であること｡(水谷構成員)

3 情報の収集提供体制

(1)相談支援センター

● [2]｢院内及び地域の医療従事者の協力を得て､院内外の小児がん患者及び

その家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対する体制を整

' 備することOまた､相談支援に関し十分な経験を有する小児がん患者団体と

の連携協力体制の構築に積極的に取り組むことが望ましい｡｣の｢望ましい｣

を削除｡(田口構成員)

● [2]のイを ｢領域別の診療機能､診療実績及び医療従事者の専門とする分

野 ･経歴など､ネットワ⊥ク内の連携病院及び医療従事者に関する情報の収

集､提供｣に修正｡ (天野構成員)

(2)院内がん登録

● [2]｢連携病院に対し患者全例登録事業を支援できること｡｣を追加｡(水谷

構成員)

4 酷床研究に関すること

● [2]｢ブロック内連携病院のおかれている様々な状況を把握し､問題解決に

協力できること｡主要な小児がんにおける臨床研究等を主体的に行っている

こと｡｣を追加｡(水谷構成員)

● [2]のエ r臨床研究コーディネーターを配置すること｡ブロック内の違塗

病院の臨床研究を支援すること｡｣に修正｡(水谷構成員)

5 患者の発育や教育等に関して必要な環境整備

● ウ ｢退院時中塗堅二復学頁援を行っていることo｣に修正｡(三浦構成員)

● エ ｢子どもの成長発達にあわせたプレイルーム等を設置していることごJ

に修正｡(三浦構成員)

5.ネットワーク内の医療機関に求められる機能について●｢連携病院の施設の長は当該診療科が地域や全国の連携病院と連携して小

児がん診療の一翼を担う責務を負っていることを十分認識し､これを支援し
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なければならない｡｣という記載を盛り込むべき｡(水谷構成員)

●｢連携病院であることを拠点病院に登録するとともに､診療実績等を国民に

わかりやすく掲示し､｣に修正｡ (天野構成員)

6.中核機関に求められる機能について

● 長期フォローアップに関する支援を入れるべき (天野構成員)

● ｢長期フォローアップ体制の整備｣を追加するべき｡(水谷構成員)

● 診療情報に関する情報の集約.発信に｢領域別専門診療情報｣を含めるべき｡

(水谷構成員)

● 診療支援に ｢診断｣､｢緩和医療｣を追加するべき｡(水谷構成員)

● T疾患登録体制｣を追加するべき｡(水谷構成部

その他

● 小児看護専門看護師 (常勤)の1名以上配置､がん関連の専門看護師または

認定看護師の1名以上配置を要件とするべき｡(竹股参考人)
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小児がん拠点病院 (仮称)のあり方 (秦)

(背景)

｢がん｣は小児の病死原因の第1位である｡小児がん患者は､治療後の経過が成人に比べて長いことに加えて､晩期合併症

や､患者の発育や教育に関する問題等､成人のがん患者とは異なる問題を抱えているにも関わらず､これまでのがん対策は5

大がん等成人のがんを中心に進められ､小児がん対策は遅れていた,

こうしたことから､今回､｢がん対策推進基本計画｣(平成24年6月閣議決定)(以下 ｢基本計画｣という｡)では､｢小児

がん｣が重点的に取り組むべき課題に掲げられた｡特に､小児がんの年間蓋痘患者数は2000人から2500人と少ないが､

小児がんを扱う施設は約200程度と推定され､医療機関によっては少ない経験の中で医療が行われている可能性があり､小

児がん患者が必ずしも適切な医療を受けられていないことが懸念されている｡

こうした現状を改善するため､基本計画の中で､小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような

環境の整備を目指し､5年以内に ｢小児がん拠点病院 (仮称)｣(以下 ｢拠点病院｣という｡)を整備し､小児がんの全国の中

核的な機関 (以下 ｢中核機関｣という｡)の整備を開始することが目標に定められている｡

1.拠点病院に期待される役割について

拠点病院には以下のような役割が期待される｡なお､｢小児がん｣の対象となる年齢層は明確になっていないが､小児がん

医療 ･支援提供体制において対象とする ｢小児がん｣は思春期に発生するがんも含むものとする｡

● 拠点病院は､自院が小児がん医療において優れた診療機能を有するのみならず､地域 (ブロック単位)の小児がんを

専門的に診療することのできる複数の ｢小児がん連携病院 (仮称)｣ (以下 ｢連携病院｣という｡)とネットワークを

構成し､ネットワーク内の中心施設として､蓮迭病院の診療機能を支援し､地域における小児がん登塵の牽引役として､

地域全体の小児がん重畳の質の向上に資することDさらに､拠点病院は､小児に多いがんのみならず､再発したがんや

治癒の難しい小児がんにも対応すること｡●拠点病院は､全人的なケアを提供すること｡すなわち各職種が専門性を活かし協力して.･患者のみならず､その家族

やきょうだいに対しても､身体的なケア､精神的なケアを提供し､教育など社会的な問題にも対応すること｡具体的に

は､専門家による集学的医療の提供 (緩和ケアを含む)､心身の全身管理､患者とその家族に対する心理社会的な支援､

適切な療育 ･教育環境の提供､小児がんに携わる医師等に対する研修の実施､セカンドオピニオンの体制整備､患者と

その家族､医療従事者に対する相談支援等の体制の整備等を進めること｡●小児がんは患者数が少なく､臨床研究の推進には､中核機関､拠点病院､連携病院が一体となって取り組む必要があ

,リ､特に拠点病院は地域の臨床研究を主体的に推進すること｡

●将来的には､連堕病院とともに､小児がんを担う病院と地域の医療機関や診療所等と役割分担と連携を進め､患者が

発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり､他の子どもたちと同じ生活 ･教育環境の中で医療や支援を受けられ

るような環境を整備すること｡

●さらに､連逸病院を含む地域の医療機関や診療所等とともに､地域の中で患者とその家族の不安や治療による合併症､

二次がんなどに対応できる長期フォローアップの体制を整備することo●拠点病院の施設の長は､､上記のとおり拠点病院に期待される役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し､関

係者に対して必要な支援を行うこと｡



小児がん医療提供体制のイメージ(莱)

2.拠点病院の当面必要な数について

小児がんは患者数も少ないことから､質の高い医療を提供するため､一定程度の集約化を患者や家族の経済的 ･社会的な負

担を軽減する対策 (教育環境の整備､宿泊施設の整備等)も図りながら進めることが必要であり､これまで関連する学会の努

力により小児がんを専門的に扱う医療機関に一定の集約化が進められている｡一方､均てん化のため､患者が発育時期を可能

な限り慣れ親しんだ地域に留まり､他の子どもたちと同じ生活 ･教育環境の中で医療や支援を受けられるような環境を整備す

ることも必要である｡

従って､拠点病院の数は､一定程度の集約と地域の小児がん医療の均てん化のバランスに配慮し､当面､地域ブロック毎に

1-3機関､全体では10機関程度が適当と考えられる｡

3.地域ブロックの設定について

ブロックの設定については､地方厚生局の地域ブロックを参考に､今後､拠点病院の候補となる病院の地理的配置等を踏ま

えて設定することとする｡また､患者や医療機関の多いブロックには複数の拠点病院が指定されることが想定されるが､その

場合はそれぞれの拠点病院がカバーする地域を明らかにすることが望ましい｡

(参考)地方厚生局の地域ブロック

北海道ブロック :北海道

東北ブロック : 青森､岩手､宮城､秋田､山形､福島

関東信越ブロック 茨城､栃木､群馬､埼玉､千葉､東京､神奈川､新潟､山梨､長野

東海北陸ブロック 富山､石川､岐阜､静岡､愛知､三重

近畿ブロック 福井､滋賀､京都､大阪､兵庫､奈良､和歌山

中国四国ブコック 鳥取､島根､岡山､広島､山口､徳島､香川､愛媛､高知

九州ブロック 福岡､佐賀､長崎､熊本､大分､宮崎､鹿児島､沖縄

4.拠点病院の要件について (別紙)

拠点病院の要件については､がん診療連携拠点病院の要件をもとに作成した｡留意すべき事項として以下の点があげられる｡●拠点病院の要件は､概ねがん診療連携拠点病院の要件と同じであるが､小児がん診療の現状を踏まえ､クリティカ

ルパス､外来化学療法､地域連携クリティカルパス､人の配置に関することについては要件を緩和し､一方､小児患

者に必要な芦青や教育に関する環境整備を要件に追加をしたO●日本小児血液 ･がん学会が認定する ｢日本小児血液 ･がん専門医研修施設｣及び日本小児外科学会認定の ｢認定施

設｣であることを要件とした｡

●がん診療連携拠点病院の要件にはないが､質の高い医療を提供するためには一定程度の診療実績は必要と考えられ
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ることから､全体の患者数も踏まえ､年間新規固形腫癌10例穏度以上 (うち脳脊髄腫癌が2例程度以上)かつ造血

器腫癌 10例程度以上を要件とした｡

ただし､診療実績については､大きく変動することも想定されることから､定期的に各医療機関のお療実績を把握

し､必要に応じて要件を見直す必要がある｡●拠点病院は､今後整備される予定の中核機関と小児がんに関する診療 ･支援･研究等に関する情報を共有するなど､

小児がん診療 ･支援の向上のため積極的に中核機関に協力することが求められる｡●指定要件は必要に応じて見直すが､概ね指定後3年を目途に要件全体を見直すこととする｡

5.ネットワーク内の連携病院に期待される役割について

拠点病院を中心とする地域ブロックのネットワーク内の達逸病院は､遭豊病院であることを拠点病院に登録した上で､以下

の役割が期待される｡

●各医療機関が専門とする小児がんについて､手術療法､放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集竿的治
療を提供できること｡●連携病院であることや診療実績等を国民にわかりやすく掲示すること｡●拠点病院と小児がんに関する診療 ･支援 ･研究等に関する情報を共有するなど､地域ブHツクの小児がん診療 ･支

援の向上に努めること｡●連携病院の施設の長は､上記の連携病院の役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し､関係者に対して必

要な支援を行うこと｡

6.中核機関に期待される役割について

中核機関には以下のような役割が期待されると考えられる｡今後､拠点病院を指定した後､基本計画を踏まえ､中核機関の

整備を進める｡

● 拠点病院や達逸病院の領域別の診療情報の集約 .発信

● 小児がん登録に関する助言､指導､支援

● 診療等に関する研修の実施

● 相談支援に関する研修の実施及び内容の標準化

● コールセンター等による相談支援

● 全国の小児がん関連施設に対する診療支援 (専門的な病理診断 ･画像診断､治療計画等)

● 臨床試験の支援及び情報の集約 ･発信

● 長期フォローアップに関すること (疾患別晩期合併症に関する情報の集約 ･発信等)

● 小児がんに関する普及啓発等

7.小児がん医療 ･支援提供体制の今後の検討課題及び展望について

小児がんは患者数が少なくその多くが希少がんである｡拠点病院は今後､希少がんやその他の希少な疾患に関する医療提供

体制のモデルにもなると期待される｡拠点病院の指定後も､小児がん医療 ･支援に関して有識者､患者､塞昼 ｣遺族､拠点病

院等とともに､定期的に議論する検討の場を設け､試行錯誤の中でよりよい医療提供体制を構築していくことが求められる｡

こうした検討の場では､例えば､拠点病院の連携病院に対する支援のあり方､拠点病院や連携病院と地域医療機関等との連

携の進め方､小児がんに関する情報の集約 ･共有､長期フォローアップ体制等について検討を進めるとともに､各地域の拠点

病院の取組状況､遺墨病院との連携の状況､課題等を共有していくことが重要である｡
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拠点病院の要件について (別紙)

(参考)がん診療連携拠点病院 小児がん拠点病院 (仮称)(莱)

1 診療体制

(1)診療機能

[1] 集学的治療の提供 ア 我が国に多いがん (肺がん､胃がん､肝が ア 小児に多いがん (造血器腫癌､固形腫癌 (脂

体制及び標準的治療等の ん､大腸がん及び乳がんをいう○以下同じ○) 腫癌や骨軟部腫癌皇畳む))､再発したがんや治

提供 その他各医療機関が専門とするがんについて､ 癒の難しい小児がん及びその他各医療機関が

手術､放射線療法及び化学療法を効果的に組み 専門とする小児がんについて､手術療法､放射

合わせた集学的治療及び緩和ケア (以下 ｢集学 線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた

的治療等｣というo)を提供する体制を有する 集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有

とともに､各学会の診療ガイ ドラインに準ずる するとともに､各学会の診療ガイ ドラインに準

標準的治療 (以下 ｢標準的治療｣という○)等 ずる標準的治療等小児がん患者の状態に応じ.

がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること○ た適切な治療を提供すること○

イ 我が国に多いがんについて､クリティカルパス (検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう○)を整備することo

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん イ 小児がん患者の病態に応 じたより適切な

医療を提供できるよう､キャンサーボー ド (辛 がん医療を提供できるよう､キャンサーボー ド

術､放射線療法及び化学療法に携わる専門的な (手術､放射線療法及び化学療法に携わる専門

知識及び技能を有する医師その他の専門を異 的な知識及び技能を有する医師その他の専門

にする医師等によるがん患者の症状､状態及び を異にする星塵塵重畳等によるがん患者の症

治療方針等を意見交換 .共有 .検討 .確認等す 状､状態及び治療方針等を意見交換 .共有 .検

るためのカンファレンスをいう○以下同じo) 討 .確認等するためのカンファレンスをいうo

を設置し､定期的に開催することo 以下同じO)を設置し､定期的に開催することO

ウ 晩期合併症にも対応できるよう､外来で長期にわたり診療できる体制を整備することoさ主上L 地域の医療機関等との協力体制を構築すること等により､小児がん患者が成人後も長期にわたり診療できる体制を構築していることo

エ 急変時等の琴急時に小児がん患者が入院できる体制の確保することo

[2] 化学療法の提供体 ア 急変時等の緊急時に (3)の[2]のイに規

.刺 定する外来仲学療法室において化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること.

ィ .化学療法のレジメン (治療内容をいう.) ア 化学療法のレジメン (治療内容をいう○)

を審査し､組織的に管理する委員会を設置する を審査し､組織的に管理する委員会を設置する

ことoなお､当該委員会は､必要に応じて､キ ことoなお､当該委員会は､必要に応じて､キ

ヤンサーボー ドと連携協力することo ヤンサーボー ドと連携協力することo

[3] 緩和ケアの提供体 ア (2)の[1]のウに規定する医師及び (2)ア (2)の[1]のウに規定する医師及び (2)

制 の[2]のウに規定する看護師等を構成員とする の[2]のウに規定する看護師等を構成員とする

緩和ケアチームを整備し､当該緩和ケアチーム !吐星型緩和ケアチームを整備し､当該緩和ケア

を組織上明確に位置付けるとともに､がん患者 i-ムを組織上明確に位置付けるとともに､小

に対し適切な緩和ケアを提供することo 児がん患者に対し適切な緩和ケアを提供すること○

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供で イ 外来において専門的な坐盟旦緩和ケアを

きる体制を整備することo 提供できる体制を整備するが望ましいo

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要 ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要

に応じて主治医及び看護師等が参加する症状 に応じて主治医及び看護師等が参加する症状

緩和に係るカンファレンスを週 1回程度開催 緩和に係るカンファレンスを星型塾に開催す

することo ること○

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケ エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和

アチームによる診察が受けられる旨の掲示を ケアチームによる診察が受けられる旨の掲示

するなど､がん患者に対し必要な情報提供を行 をするなど､小児がん患者及び家族等に対し必
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うこと○ 要な情報提供を行うこと○

オ かかりつけ医の協力.連携を得て､主治医 オ かかりつけ医の協力 .連携を得て､主治医

及び看護師がア.に規定する緩和ケアチームと 及び看護師がアに規定する緩和ケアチームと

共に､退院後の居宅における緩和ケアに関する 共に､退院後の居宅における緩和ケアに関するp

療養上必要な説明及び指導を行うことo 療養上必要な説明及び指導を行うこと○

力 緩和ケアに関する要請及び相談に関する 力 !出星旦緩和ケアに関する要請及び相談に

受付窓口を設けるなど､地域の医療機関及び在 関する受付窓口を設けるなど､地域の医療機関

宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備 及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制

すること○ を整備することが望ましいo

[4]病■病連携 .病診連携 ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者 ア 地域の医療機関から紹介された小児がん

の協力体制 の受入れを行うこと○また､がん患者の状態に 患者の受入れを行うこと○また､小児がん患者

応じ､地域の医療機関へがん患者の紹介を行う の状態に応じ､地域の医療機関へ小児がん患者

ことo の紹介を行うことo

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼､手 イ 坐盟蚕を旦病理診断又は画像診断に関す

術､放射線療法又は化学療法に関する相談な る依頼､手術､放射線療法又は化学療法に関す

ど､地域の医療機関の医師と相互に診断及び治 る相談など､地域の医療機関と相互に診断及び

療に関する連携協力体制を整備すること○ 治療に関する連携協力体制を整備すること○

ウ 我が国に多いがんについて､地域連携クリ ウ 患者の状況に応じて､地域連携クリテイカ

テイカルパス (がん診療連携拠点病院と地域の ルパス (小児がん拠点病院と地域の医療機関等

医療機関等が作成する診療役割分担表､共同診 が作成する診療役割分担表､共同診療計画表及

療計画表及び患者用診療計画表から構成され び患者用診療計画表から構成されるがん患者

るがん患者に対する診療の全体像を体系化し に対する診療の全体像を体系化した表をいう○

た表をいう○以下同じo)を整備することo 以下同じ○)を整備することが望ましいo

エ ウに規定する地域連携クリティカルパス エ ウに規定する地域連携クリティカルパス

を活用するなど､地域の医療機関等と協力し､ を活用するなど､地域の医療機関等と協力し､

必要に応じて､退院時に当該がん患者に関する 必要に応じて､退院時に当該がん患者に関する

共同の診療計画の作成等を行うことo 共同の診療計画の作成等を行うことが望ましいo

[5] セカンドオどこオ 我が国に多いがんについて､手術､放射線療法 小児がんについて､手術､放射線療法又は化学

.ンの提示体制 又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能 療法に携わる専門的な知識及び技能を有する

を有する医師によるセカンドオピニオン (診断 医師によるセカンドオピニオン (診断及び治療

及び治療法について､主治医以外の第三者の医 法について､.主治医以外の第三者の医師が提示

師が提示する医療上の意見をいうo以下同じこ) する医療上の意見をいうo以下同じo)を提示

を提示する体制を有すること○ する体制を有すること○

(2)診療従事者

[1] 専門的な知識及び ア 専任 (当該療法の実施を専ら担当している ア 放射線療法に携わる専門的な知識及び技

技能を有する医師の配置 ことをいうoこの場合において､ ｢専ら担当している｣とは､担当者となっていればよいものとし､その他診療を兼任していても差し支えないものとする○ただし､その就業時間の少なくとも5割以上､当該療法に従事している必要があるものとする○以下同じo)の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること○なお､当該医師については､原則として常勤であることoまた､専従(当該療法の実施日において､当該療法に専ら従事していることをいうoこの場合において､｢専ら従事している｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､当該療法に従事していることをいう○以下同じo)であることが望ましいo 能を有する医師を1人以上配置することo

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及 イ 専任 (当該療法の実施を専ら担当している

ぴ技能を有する医師を1人以上配置することo ことをいう○この場合において､｢専ら担当し

なお､当該医師については､原則として常勤で ている｣とは､担当者となっていればよいもの



あるものとするD以下同じO)の化学療法に換わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること○なお､当該医師については､原則として常勤であることoまた､専従 (当該療法の実施日において､当該療法に専ら従事していることをいう○この場合において､｢専ら従事している｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､当該療法に従事していることをいう○以下同じO)であることが望ましいO

ウ (1)の[3]のアに規定する緩和ケアチーム ウ (1)の[3]のアに規定する緩和ケアチーム

に､専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知 に､身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び

.識及び技能を有する医師を1人以上配置する 技能を有する医師を1人以上配置すること○な

こと○なお､当該医師については､原則として お､当該医師については豊塾であることが望ま

常勤であることoまた､専従であることが望ましい-O(1)の[3】のアに規定する緩和ケアチーム しい○(1)の[3]のアに規定する緩和ケアチーム

に､精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び に､精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び

技能を有する医師を1人以上配置すること○な 技能を有する医師を1人以上配置することoな

お､当該医師につし.ヽては､専任であることが望 お､当該医師については豊塾であることが望ま

ましい○また､常勤であることが望ましいo しい○

エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上 エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上

配置すること○なお､当該医師については､原 配置することoなお､当該医師については､原

則として常勤であることo 則として常勤であることo

[2] 専門的な知識及び ア -専従の放射線治療に携わる常勤の診療放 ア 放射線療法に携わる診療放射線技師を1

技能を有するコメディ力 射線技師をl人以上配置することo 人以上配置すること○

ルスタッフの配置 専任の放射線治療における機器の精度管理､ 放射線療法における機器の精度管理､照射計

照射計画の検証､照射計画補助作業等に携わる 画の検証､照射計画補助作業等に携わる技術者

常勤の技術者等を1人以上配置すること 等を1人以上配置すること○

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及 イ 化学療法に携わる専門的な知識及び技能

び技能を有する常勤の薬剤師を1人以上配置 を有する常勤の薬剤師を1人以上配置するこ

すること○(3)の【2]のイに規定する外来化学療法室に､専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置することoなお､当該看護師については､専従であることが望ましいo と○

ウ p(l)の[3]のアに規定する緩和ケアチ- ウ (1)の[3]のアに規定する緩和ケアチ-

ムに､専従の緩和ケア'に携わる専門的な知識及 ムに､緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能

び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置 を有する常勤の看護師を1人以上配置するこ

すること○ とo

(1)の[3]のアに規定する緩和ケアチーム (1)の【3]のアに規定する緩和ケアチーム

に協力する薬剤師及び医療心理に携わる者を に協力する薬剤師及び医療心理に携わる者を

それぞれ1人以上配置することが望ましい○ それぞれ1人以上配置することが望ましい○

エ 細胞診断に像る業務に携わる者を1人以 エ 細胞診断に係る業務に換わる者を1人以

上配置するごとが望ましい○ 上配置することが望ましいo

オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護師または認定看護師を配置していることが望ましいo

力 チャイル ドライフスペシャリス ト､坐盟型領域に関する専門的知識を有する臨床心理士や社会福祉士のような療養支援担当者を配置していることが望ましいo

[3] その他 ア がん患者の状態に応じたより適切ながん ア 小児がん患者の状態に応じたより適切な

医療を提供できるよう､各診療科の医師におけ がん医療を提供できるよう､各診療科の医師に



ら､各診療科を包含する居室等を設置すること から､各診療科を包含する居室等を設置するこ

が望ましい○ とが望ましいo

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は､当該拠 イ 小児がん拠点病院の長は､当該小児がん拠

点病院においてがん医療に携わる専門的な知 点病院においてがん医療に携わる専門的な知

識及び技能を有する医師の専門性及び活動実 識及び技能を有する医師の専門性及び活動実

績等を定期的に評価し､当該医師がその専門性 績等を定期的に評価し､当該医師がその専門性

を十分に発揮できる体制を整備すること○な を十分に発揮できる体制を整備することoな

お､当該評価に当たつては､手術.放射線療法 . お､当該評価に当たつては､手術.放射線療法 .

化学療法の治療件数 (放射線療法 .化学療法に 化学療法の治療件数 (放射線療法 .化学療法に

ついては､入院 .外来ごとに評価することが望 ついては｣入院 .外来ごとに評価することが望

ましい○)､紹介されたがん患者数その他診療 ましい○)､紹介されたがん患者数その他診療連

連蛎の実績､論文の発表実績､研修会 .日常診 携の実績､論文の発表実績く研修会 .日常診療

療等を通じた指導実績､研修会 .学会等への参 等を通じた指導実績､研修会 .学会等への参加

加実績等を参考とすること○ 実績等を参考とすることo

(3)医療施設

[11 年間入院がん患者 年間入院がん患者数 (1年間に入院したがん患

敬 者の延べ人数をいう○)が 1200人以上であることが望ましいo

[2]専門的ながん医療を ア 放射線治療に関する機器を設置することo ア 放射線療法に関する機器を設置することo

提供するための治療機器 ただし､当該機器は､リニアックなど､体外照 ただし､当該機器は､リニアックなど､体外照

及び治療室等の設置 射を行うための機器であること 射を行うための機器であること

イ 外来化学療法室を設置すること○ -

ウ 集中治療室を設置することが望ましい○ イ 集中治療室を設置することが望ましいo

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は､無菌病室を設置することo

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験 ウ 小児がん患者及びその義旗が心の悩みや

等を語り合うための場を設けることが望まし 体験等を語り合うための場を設けることが望

い○ ましい○

[3]敷地内禁煙等 敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に 敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に

取り組むこと○ 取り組むことo

(4)診療突績 [1] 造血器腫癌について年間新規症例数が10件程度以上であることo

[2] 固形腫癌について年間新規症例数が 10件程度以上 (うち脳.脊髄腫癌が2例畳藍以上)であることo

2 研修の実施体制 (1)原則として､別途定める ｢プログラム｣に準拠した当該2次医療圏においてがん庖療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施することo

(2) (1)のほか､原則として､当該2次医療圏においてがん医療に携わる医師等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を実施することoなお､当該研修については､実地での研修を行うなど､その内容を工夫するように努めることこ

(3)診療連携を行っている地域の医療機関等 ネットワーク内の遭藍病院等の医療従事者も

の医療従事者も参加する合同のカンプアレン 参加する小児がんの診療､相談支援､'がん登録､

スを毎年定期的に開催すること○ 臨床試験等に関するカンファレンスや勉強会等を毎年定期的に開催することo

3 情報の収集提嘩体制

(1)相談支援センター [1]及び[2]に掲げる相談支援を行う機能を有 [1]及び【2]に掲げる相談支援を行う機能を有

する部門 (以下1｢相談支援センターJという○ する部門 (以下 ｢相談支援センター｣という○

なお､相談支援センター以外の名称を用いても なお､相談支援センター以外の名称を用いても

差し支えないが､その場合には､がん医療に関 差し支えないが､その場合には､がん医療に関



ることが望ましいo)を設置し､当該部門にお ることが望ましいo)を設置し､当該部門にお

いて､アからクまでに掲げる業務を行うこと○ いて､アからキまでに掲げる業務を行うこと◇

なお､院内の見やすい場所に相談支援センター なお､院内の見やすい場所に相談支援センター

による相談支援を受けられる旨の掲示をする による相談支援を受けられる旨の掲示をする

など､相談支援センターについて積極的に広報 など､相談支援センターについて積極的に広報

することo すること○

タ- (以下 ｢がん対策情報センター｣というo) タ- (以下 ｢がん■対策情報センター｣というo)

による研修を修了した専従及び専任の相談支 による研修を修了した小児がん患者や家族等

接に携わる者をそれぞれ 1人以上配置するこ の抱える問題に対応できる専任の相談支援に

と○ 携わる者を1人以上配置すること〇･上旦室旦由に研修を修了する予定の者を含む) (※ 1)

[2] 院内及び地域の医療従事者の協力を得 [2] 院内及び地域の医療従事者の協力を得

て､院内外のがん患者及びその家族並びに地域 て､院内外の′j､児が.ん患者及びその家族並びに

の住民及び医療機関等からの相談等に対応す 地域の住民及び医療機関等からの相談等に対

る体制を整備することoまた､相談支援に関し 応する体制を整備すること○また､p相談支援に

十分な経験を有するがん患者団体との連携協 関し十分な経験を有する小児がん患者団体と

力体制の構築に積極的に取り組むことo<相談支援センターの業務> の連携協力体制の構築に積極的に取り組むことが望ましいo<相談支援センターの業務>

ア がんの病態､標準的治療法等がん診療及び ア 小児がんの病態､標準的治療法等小児がん

がんの予防 .早期発見等に関する一般的な情報の提供イ 診療機能､入院 .外来の待ち時間及び医療 診療等に関する一般的な情報の提供イ 塵適塾92診療機能､垂直塞鎧及び医療従事

従事者の専門とする分野 .経歴など､地域の 者の専門とする分野 .経歴など､ネットワ-

医療機関及び医療従事者に関する情報の収 ク内の連塗病院及び医療従事者に関する情

集､提供 報の収集､提供

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師 ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師

の紹介 の紹介

エ がん患者の療養上の相談 エ 小児がん患者の発育 .教育 .療養上の相談

オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけ オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけ

るがん医療の連携協力体制の事例に関する る小児がん医療の連携協力体制の事例に関

情報の収集､提供力 アスベス トによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談キ HTLV- 1関連疾患であるATーLに関する医療相談ク その他相談支援に関すること する情報を収集､提供力 必要に応じて､ネットワーク内の遭逸病院に対して相談支援に関する支援を行うことOキ その他相談支援に関すること

(2)院内がん登録 [l] 健康局がん対策 .健康増進喪長が定める [1] 健康局がん対策 t健康増進課長が定める

｢標準登録様式｣に基づく院内がん登録を実施 ｢標準登録様式｣に基づく院内がん登録を実施

することo することO

[2] がん対策情報センターによる研修を受講 [2] がん対策情報センターによる研修を受講

した専任の院内がん登緑の実務を担う者を1 した院内がん登録の実務を担う者を1人以上

人以上配置すること○ 配置すること (2年以内に研修を修了する予定量全を｣.

[3] 毎年､院内がん登録の集計結果等をがん 【3] 毎年､院内がん登録の集計結果等をがん

対策情報センターに情報提供することO. 対策情報センターに情報提供すること○｣_壁_⊇ユ
[4] 院内がん登録を活用することにより､当 [4] 院内がん登録を活用することにより､当

該都道府県が行う地域がん登録事業に積極的 該都道府県が行う地域がん登録事業に積極的



(3)その他 [1] 我が国に多いがん以外のがんについて､集学的治療等を提供する体制を有し､及び標準的治療等を提供している場合は､そのがんの種類等を広報することo

[2] 臨床研究等を行っている場合は､次に掲げる事項を実施することoア 進行中の臨床研究 (治験を除くo以下同じ○)の概要及び過去の臨床研究の成果を広報すること○ィ.参加中の治験について､その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報することが望ましいO

4 臨床研究に関すること 小児がんに関する臨床研究等について､次に掲げる事項を実施すること○(1)p進行中の臨床研究 (治験を除く○以下同じo)の概要及び過去の臨床研究の成果を広報すること○(2) 参加中の治験について､一その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報することが望ましいo(3) 臨床研究を支援する専門の部署を設置していることが望ましいo(4) 臨床研究コーディネーターを配置することが望ましいo(5) 連崖病院と連携し､地域の臨床研究を推進することo

5 患者の発育や教育等に関して必要な環境整備 (1) 保育士を配置していること○

(2) 院内学級または教師の訪問による教育支援を行っていることo

(3) 退院時の盈塾二復学支援を行っていることo

(4) 子どもの成長発達にあわせたプレイル-ム等を設置していること..

(5) 家族等が利用できる､長期滞在施設またはこれに準じる施設が整備されていること○

(6) 家族等の希望により､24時間面会､付き添いができる体制を構築していることo

(7) 患者のきようだい保育を行っていることが望ましいo

6 その他 (1) 日本小児血液 .がん学会が認定する｢日本小児血液 .がん専門医研修施設｣及び日本小児外科学会認定の ｢認定施設｣であること○

(※l)国立がん研究センターがん対策情報センターによる研修は小児がんに関する内容が限られていることから､今後､整

備が予定されている中核機関が研修を提供することができるまでの暫定的な要件とする｡

(※2)｢標準登録様式｣は必ずしも小児がんに必要な情報が得られていないことから､今後､小児がんの登録様式を策定す

るまでの暫定的な要件とする｡

(※3)｢院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供すること｣については､今後､中核機関が整備され

るまでの暫定的な要件とする｡
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平成 24年 6月 25日

がん対策推進協議会

委 員 松月 みどり

(公益社団法人 日本看護協会常任理事)

小児がん医療 ･支援のあり方に関する検討会

座 長 垣添 忠生 様

提案事項

1.拠点病院の指定において ｢専門性の高い知識 .技能を有する専門看護師 .認定看

護師の配置｣を要件とするo

平成 24年がん対策推進基本計画には､がん医療に対する取り組むべき施策と

して､専門看護師 ･認定看護師を適正に配置することが掲げられていますD現

在､がん看護専門看護師は327名､小児看護専門看護師は73名が全国各県で､

優れた活動をしています｡専門看護師は大学院修士課程を修了し､実践活動と

教育 ･研究を､がん看護チームのリーダーとして臨床看護師を率いています｡

更に､がん化学療法看護認定看護師843名をはじめ､がん関連領域には 1,711

名の認定看護師が全国の医療機関で優れた臨床活動を行っていますD

しかしながら､専門看護師及び認定看護師の勤務実態はその多くが兼務であ

り､十分に能力が発揮できておりません｡小児がんを拠点化して集約を図るた

めには､点の医療を面の医療にしなければなりません｡そのためには専門看護

師 ･認定看護師が医療チームの調整 ･コーディネー ト役割を果たし､子どもと

その家族が､安心して適切な医療を提供することは大変重要です｡

専門看護師 ･認定看護師の配置と､専従で活動することを強く提案いたしま

す｡
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小児がん拠点病院に関する患児家族からの要望書        ‐

公益財団法人 が々の子どもを守る会
理事長 山下 公輔

U R L : http://www.ccaj二 found.Or.jp
E―Mail: nozollli@ccaj― found.Or.jp

本 部 :〒 111,0053

東京都台東区浅草橋 1-3-12
Tel:03-5825-6311(代 表)

今般のがん対策推進基本計画において「小児がん」が明記され小児がんに対する前向きな取
り組みが開始されたことは、私共患児家族にとって大変喜ばしいことであります。また日本小
児血液。がん学会において、昨年より専門医研修施設が認定され、研修が開始されていること
にも私共は注目しております。これらの現況を踏まえて、ことに小児がん拠点病院の要件につ |

いて、患児家族の視点からの切実な意見を集約し、以下の要望を取りまとめました。
本要望は、昨年当会で行った小児がん患児家族の実態調査のデータや、当会の全国 21支部の

代表及び理事から構成されるワーキンググループでのディスカッションを通じて出された意見
をまとめたものであります。なにとぞ、小児がんに関する今後の施策に反映していただきたく、
ご高覧の程宜しくお願い申し上げます。   ~

私共は、当初から小児がん拠点病院の要件として、すべての種類の小児がん治療が可能であ
り、且つハー ド面 。ソフ ト面共に患児家族が望む要件がすべて揃った小児がん専門治療病院が
必要であると考えておりました。これは、まさしく昨年(厚生労働省のがん対策協議会の小児
がん専門委員会にて議論された、小児がん診療体制の今後の在り方等についての概念図の通り
のものであります。しかしながら、先般の「小児がん医療 。支援のあり方検討会」での議論や、
小児血液 。がん学会の先生方のご意見を伺っている中で、予算等からも現実的には完壁なモデ
ルとなるような小児がん専門治療病院の設立は当面は難しいと感じるに至りました。そこで、
小児がん拠点病院のあり方のひとつとして、できるだけ幅広い小児がん治療対応能力を持つと
共に、その地域で小児がん治療が可能な病院同士をつなぐネットワータの中心として機能でき
る病院であることを要望します。云うまでもなく、小児がんの全国登録が施行されること、ネ
ットワークシステムが各病院の自助努力ではなく、国策として構築されることが大前提であり(

それらなくしては小児がん医療の更なる向上は望めないと考えております。以上から、小児が
ん拠点病院については現存する成人のがん診療連携拠′点病院の指定要件の考え方とは異なるこ
とも、ご理解いただけると考えます。
このようなネットワークの中心となる拠点病院の具体的な要件としては、次ページの内容を

要望いたします。これらの要件は努力目標ではなく、認定に当たってはすべての要件を満たし
ていることが必須と考えています。また、患児家族が最善最適の治療・フォローアップを受け
ることが可能となるためには、拠点病院が中心となり地域を包含したネットワークの構築をは
からなければなりません。そのため、拠点病院はその地域においてイニシアティブを取り、協
力病院の機能を高め、指導する役割も責務として負い、協力病院においても可能な限り拠点病
院と同じ要件を満たすように努力を続けていただくことを患児家族としては希望しております。
更に、島嶼、離島、北海道、沖縄のような地域、及び交通事情によっては同じ県内であって

も移動が困難な地域の施設もあり、拠点病院及びその他の小児がん対策の実施に当たってはこ
のような地域性にも十分に配慮していただきたく併せてお願いする次第です。

、   以上
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【患児家族が望む小児がん拠点病院の具体的要件】
小児がん拠点病院においては、以下のすべての要件を満たすことが必須と望んでいます。協

力病院においても、以下の要件を満たすよう努力するのはもちろんのこと、満たすことができ

るよう小児がん拠点病院が指導することも責務として課していただきたいと考えております。

ハ ‐ヽド面                            '
1.可能な限り多くの種類の小児がんを診療できるよう診療科の整備。バンク移植ができる設

備の整備 (1・W1/1-Sl)
2.晩期合併症に対して必要な診療科 (精神科も含む)(2-W2/2-S2)
3.診断時から退院後 (死別後)ま で継続 して相談できる窓日 (3-W3/3-S3)
4. 院内学級 (4-W4/ 4-S4)
5.プ レイルーム・AYA世代の子どもたち専用の場所、自習室など (5-W5)

6.付き添い者にも配慮された病室 (6-W6)

7.宿泊施設 。付き添い者のための設備 (7-W7/ 7・ 8-S5)

8.家族が一緒に過ごせる部屋 (8-W8/7・ 8-S5)

9.き ょうだいの託児施設 (9-W9/9-S6)
10.ボ ランティアスタッフルーム、控え室 (10-W10)

ソフト面
11.協力病院の機能を高め、補完できるようなシステム (11■ 11)

12.経験豊富な小児がん専門医、チーム (12-W12/12S7)
13.ト ータルケアチーム・緩和ケアチーム (12-W12)

14.小児がん専門看護師 (14-W13)

15.専任のソーシャルワーカー (15W14)
16.臨床心理士(16-W15)  

´

17.小児理学・作業療法士 (17-W16)

18.病棟保育士 (18-W17)

19.チ ャイル ドライフスペシャリ不 卜/ホスピタルプレイスペシャリス ト (19-W18)

20.ボランティアコーディネーター (2いW19)

21.ピアサポーター (21-W20)

※括弧内は各事項に関連する具体的な説明 (ワ ーキンググルァプで出された意見)及び当会実

態調査データの索引です。次ページ以降をご参照ください。 (W=Working Group、 S=Survey)
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以下は 20■ 年 2月 、6月 、8月 、2012年 4月 、5月 に当合の全国 21支部の代表が、今後の小児がん医
療のあり方にっいて検討した結果をまとめたもので

、前頁に記載した尋児家族が望む小児がん拠点病院に
ついての要件を詳細に示したものです。

ハー ド面

拠点病院としての必要な整備 その理由・活用するために必要なシステム
1-Wl 可能な限 り多くの種類の小児がん

を診療できるよう診療科の整備。バ

ンク移植ができる設備め整備:

病気の治療が第一条件。診療できない疾患について
は紹介できるネットヮークを有しており、スムーズ
に紹介転院が可能。情報センター/データベースセ
ンターヘ情報を提供すること6

2-W2 晩期合併症に対して必要な診療科

(精神科も含む)

歯科、婦人科(泌尿器科、内分泌科、眼科、耳鼻科、

皮膚科、精神科、整形外科、リハビリ科などを備え、

晩期合併症対策・治療の実績を積み、ネットワーク

内で共有できること

3-W3 診断時から退院後 (死別後)まで継

続 して相談できる窓口

診断時からの相談窓口であることはもちろんだが、

退院後、復学に向けての相談窓口や、就労や社会的

自立に向けた取り組みを診断時から継続して行え

るような支援体制を整える。
4-W4

5-W5

院内学級 (教育を受ける権利 ) 文科省と学籍に関する話し合いを持ち、二重学籍が

認められることが望ましい。少なくとも学籍移動を

含め、入院時から退院後の復学支援までをコこディ

ネー トする役割としてソーシャルワーカーを必ず

ひとり専任として配置することと、その業務をソー

シャルワーカーの業務として指定する。_

ィレイルニム・AYA(Adolescent and

young adult)世代の子 どもたち専

用の場所、自習室など

プレイノンT■には保育士が複数名配置されており(

子どもの成長に必要なおもちゃや図書などが備え

られている。この他に青年期 (思春期)の こどもた

ち専用の過ごせる場所や自習室があること。Pcルー

ムや軽い運動設備など年齢にあわせたァメニティ
を備えた部屋を整備しであり、それぞれの専任 (兼

任)のスタッフが配置されていること
6-W6

7-W7

付さ添い者にも配慮された病室 付き添い者が寝泊まりできるようなスペースの確

保 と簡易ベッドの整備

宿泊施設・付き添い者のための設備 子どものそばに親が居られるように、施設・設備は

病院内あるいは病院の近くに備え、利便性を図る。
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院内の付き添い者に対 しては小児病棟専用の入

浴・休憩室・食堂・調理スペース (ロ ッカー式の個

人冷蔵庫、電子レンジ、給湯設備、洗濯乾燥機など)、

ロッカーなどが備えてあること

8-W8 家族が一緒に過ごせる部屋 感染予防の観点から、病棟内でのきょうだい児の面

会を制限している施設もある。ロビーなどでの面会

だけではなく、プライバシーが守られた形で家族が

一緒に過ごせる部屋があれば、きようだい児にとつ

ても患児にとつても大きなメリットがある。差額な

く利用できる個室が整備されればと柔軟な活用も

可能となる。

9-W9 きょうだい児の託児 きょうだい児が病棟内に入れない場合(一時預かり

する場所が必要。きょつだい児の託児のために人員

配置が困難な場合には、職員の保育所を活用するな

ど、きょうだい児を診断直後から預けられるように

柔軟な対応が必要。

10-W10 ボランテイアスタンフルーム、控え

室

コーディネーターが整備され、ボランテイアが柔軟

に活躍できるようにすること。

その理由・活用するために必要なシステム
拠点病院としての必要な整備

患児家族に対して適切な治療施設を紹介できるよう

照会をするほか、必要であれば協力病院への以下の

人的支援 。相談も行 うなどして補完機能を有する。

これに

'ま

、ハード面。ソフト面において協力病院も

そろえることができるように拠点病院が指導してい

くことも含まれる。

協力病院の機能を高め、必要時に

補完できるよ うなシステムを有

すること

11-Wll

病気の治療が第一条件

トータルケアを行つてほしいため

・入院時からの患児家族の教育

・入院中・退院後のサポー ト

・ターミナルケア/グ リーフケアと一連の流れが糸区続

されるような治療体制が可能なチーム.

特に緩和ケア (グ リーフケア・スピリチュアルケア

も含む)チームにおいてコーデイネーター (ソ ーシ

経験豊富な小児がん専門医、チー

ム

トータルケアチーム

12-W12



鰈鵠揮■1識、
ャルワーカーなど)を配置設置し、機能を整備する。

医師が治療に専念できるような体制の整備も行 う

(専任の病棟クラーク及
.び

クリニカルリサーチコー

ディネーター、医療情報管理士の配置など)

14-W13

15-W14

小児がん専門看護師 資格を持つ専門看護師が能力を活かせる体制の整

備。

専任のソーシャルワーカー 小児がん (乳幼児だけではなく若年世代も対象とす

る)専門のソこシャルウーカーの配置。として欲し

い。業務指定をし、社会制度の紹介だけではなく、

社会心理的支援、教育支援、グリーフケアを含めた

緩和ケアなどにおいてコーディネーター的役割をも

持たせる。守る会の支援も把握、紹介できること。

常勤扱いとし、tumor bOardの 一員とする。
16-W15 臨床心理士 家族 (両親のみならずきょうだぃ)のケア、ならな

に患児のケアに熟練 した心理士を育成 し、tumOf

boardの一員 とする。

17-W16

18-W17

小児理学・作業療法士 退院に向け体力や身体行動についての相談やトレ=
ニングを治療初期から行えるようにする。tumOr

boardの一員とする。

病棟保育士 こどもの発達支援めため。プレイルームには年齢に

応じたアィ
ニテイを備える。複数名を常勤扱いとし、

tumor bOardの一員とする

19-W18

20-W19

21-W20

チャイル ドライフスペシャリス

ト/ホ スピタルプレイスペシャリ

ス ト

月ヽ児がん患児とその家族を支援するための業務を整
理し共通する達成目標と、そのために必要な人員数
を設定する。常勤扱いとし、tulnOr boardの一員とす

る。

ボランティアコーディネーター コ
Tディネ,タ ーが配置され、定期的に十分な研修

を受けたボランティアが柔軟に活動できるような機
能をもたせる。

ピアサポーター ピアサポーターが活動できる機会や場を提供する。
ビアサポ‐ターについては養成機関において継続さ

れる研修を受けている煮を受け入れ、院内にピアサ

ポーターを活用する担当者を配置する。
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本実態調査は、2011年 7月 より 10月 にかけて、小児がん患児家族の実態を明らかにし今後の小児がん

医療整備に反映していくことを目的にイヽ児がん患児家族に対して行つたものです。尚、これまで当会で

は、1973年、1986年、2002年の 3回にわたり会員を対象に会員実態調査を行つており、その一環とし

て今回も行つています。

1‐S10可能な限り多くのがん種を診療できるよう診療科の整備。バンク移植ができる設備の整備

・診断名が確定す るまでに受診した医療機関

n=650

・はつきり小児がんと診断されるまでの期間

5ヶ 讚以上

F=050

3ヶ′メ上 言冗ぎ
11 2ヽ

8`3ヽ
2ヶ月以上

3ヶ 月夫鱗
7_誡

2遍日以内
1 44、 ま、

lヶ 月以上

2ヶ 月黒満
14 5ヽ

3.1ヽ

4ヶ 輌

魚彗笹
QA

´́ 2ケ鷹´
    43.2ヽ

1ケ月ス綺

20.2ヽ

・診断名が確定するまでに受診 した医療機関は何ヵ所か ・転院の理由で最も該当する事項

高まえ遠
=疲そ受けるため

4.51

n=288

=回
答

12

置から
031

週院距腱の

負担のコから
0.31

モ婁体齢の

00キ   尭冥のため
1.4ヽ

赫ｍ

5ヶ第以上
3.1■

4ヶテ

]:写:E再ヽヽ1織

移植治象を

受けるため
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2‐S2・ 晩期合併症に対して必要な診療科 (精神科も含む)        :
・晩期合併症 (治療による障害)と思われるもの  ,晩期合併症と思われる症状は。
があるか

n01

い 、い  1“  =“  議  ハ   
“

ι 凛

耐　耐那

0●●●●

"●
●
"害●議 ンな

●■長

｀お凛●■●

■・●■腱薔

""・
“

t鑢●

疇●.●●●

「
綺●●害

,a不全

二次が●

●●●R―

tのは

"●

―●

受Fなし

小児卜れの沿籠をうけた病院

小児ボんo治晨を受llた病院とは別

無回答

・罹患された小児がんの経過観察だけではなく、
観察のために受診した医療機関はどれか

1)経過観察のために受診した医療機関 (受診有無)

′
        n■ 87

■ 1鵬 20t 4仇 躍 6ot n 00t

10機

11晴

3.3

3)経過観察のために受診した診察科

小え薔

長鶴フォ●―ァウプ外素

鷹人諄彙薔

そ帷

治療後に起こり,う る可能性のある影響にっいての経過

2)経過観察のために受診した医療機関

r2o

301

1■ ト

跳 ふ 嗽 臥 漱
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一

・小児慢性特定疾患治療研究事業の対象外である20歳を超えてからの小児がんの治療後に起こりうる

可能性のある影響について、健康管理のために受診する病院 (長期フォローアップを含む)で希望する

ものはどれか                                    '

1)現在および今後の長期フォローアップ施設の  2)現在および今後の長期フォローアップ施設の

希望  (受ける病院)

兄爵逮まふんの子どもを守る会
|:`|●・ '3  ●nce` ′■

=。
C`。 liO●  o`」 ol。 .

希望  (医療機関)

需田響
10.

小児ぶん0
着策を員けた

輌院とは編
14贔

小児」んの
岩彙そ翼けた

鋼峡
75`駐

現在および今後の長期フォローアップ施設の希望 (診察科 )

大雫嵩義
38 11

F-487n=487

e合嬌睦
238i

3)

魚臣箸
2∝

小児科
1,A

長観フォ●―

アップ外
=51 11



3‐S3・ 診断時から退院後 (死別後)

。お子さんは就労したことがあるか

CCAJ
― ― がんの子どもを守る会
Ch■ ´̀..3  0● =●

 13`OC,ol:01.Of」 。pon

まで継続して相談できる窓ロ

。お子さんが病気のことが理由で、就労に関連し

て問題があったか

鶴 け
と
:I][

その他
社 11

休●した

F203

―
晰

0.騒

7.

4‐s4院内学級

。入院中、その間の学習はどうしていたか

“

 駆  露

等目日に通してし慟中った

鳩 粉 臨 鮮 無 露 粕 ■た

い ¨

…

職
督晨者が颯巾に猥け取り贈F,た

―
Jた

晦 軌

…ポランティアロロu[
将 柿 う舗 鐵くH望1織

い ちとの配講も●Jt
枷

m

したこと 0.51
群職した   ヽ

lFIよい
67. 出

■■ 薇職を
績り通し

盤13
体力がなし

■41

朝 01

■4t

書気メ理由で

就労できな
かった
■4ヽ

理解がな L

l.5ヽ

入院中、原籍校との連携はあったか

ないつた
a苺

無回答
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一担当医師と学校 との間で説明  ・復学 (入学)時、

蟹鰤と宇牧の

運僣F.菫
=なかつた

7・ 8‐S5家族が一緒に過ごせる部屋/宿泊施設

・面会時間の規制について改善して欲しい点

n■650

綸に改薔して

欲しい点は
無い
106t

付着 の
史●コ籠な
彗菫体旬

7.4ヽ

綸食・傾眠

鋼神鉤ケアの
充実
7.鮮

=・
入潜

=などの墜■
23´ a

入院中、付き添つている方の身体等に影響はあつたか

"650

1騰

影響なかつた

よく瞑れなくなつた

気分が認みがちで登鬱

体菫0増減があつた

琳津がするようになつた

食軟不燎

類■澤

自▲

いらいらして

`り

つ颯くなつた

そめ儘

無口各

CCAJ
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・付き添い者のための設備

・入院中、泊りを伴 う24時間同室をしたか

450

燎口答
1ヽ

憾 彗
贄々した
28限

入院中、宿泊のために利用していたもの

友人・

"人
O    n3650

屁霰の家   栞
1轟 無口各

その他  54ヽ
ウイークリー
マンション

1編

・復学 (入学)

はあつたか

一
　

時

■●498

その他電電F

学習上問題があつたか

:T望 ,■
医師から又

=であつた
11.

E昴から電話
であつた
0“

饉算と

“

し含LLO壕
そ霞けた
17.4

2ヽ ぬ 曇 鵬 駆

その他
2,8ヽ

尭婁
7.鶴

■



_鮨率 t喪繭議
。遠距離からの入院の場合、病院近くに患者や家

族専用の宿泊施設があれば利用するか

できなった
21.01

入院中、どのような費用の負担が大きからたか

我慢をさせ
ることが

多くなった
32.アメ

保険点敗外●
諸康興代

かつら 亀 ノ入路
=焉

韻
・亀二雄J

4."

輸血H全
0ユ

9Ls6き ょうだいの託児施設 /ソフト面 (き ょうだいの面会のためのガイドライン)

。入院中、患児ときょうだいとの交流はどうして   。患児のきょうだいに対する両親の態度の変化
いたか

できうだけ
多く酸 を
希望した

,4X
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T小児がん医療 ･支援のあり方に関する検討会｣開催要綱

1. 趣旨

｢がん｣は小児ゐ病死原因の第1位である｡小児がんの年間患者数は20

00人から2500人と少ないが､小児がんを扱う施設は約200程度と推

定され､小児がん患者が必ずしも適切な医療を受けられていないことが懸念

されている｡

本検討会においては､小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支

援を受けられるような環境の整備を目指し､小児がん拠点病院 (仮称)に必

要とされる機能及び全国の小児がん関連施設に対する診療､連携､臨床試験

の支援等の機能を担う中核的な機関のあり方等について検討する｡

2. 検討事項

(1)小児がん拠点病院 (仮称)に必要とされる機能について

(2)小児がんの中核的な機関のあり方について

3. その他

(1)本検討会は健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する｡

(2)本検討会には､構成員の互選により座長をおき､検討会を統括する｡

(3)本検討会には､必要に応じ､別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す

ることができるものとする｡

(4)本検討会は､原則として公開とする｡

(5)本検討会の庶務は､厚生労働省健康局がん対策 ･健康増進課が行う｡

(6)この要綱に定めるもののほか､本検討会の開催に必要な事項は､座長が

健康局長と協議の上､定める｡
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｢小児がん医療 ･支援のあり方に関する検討会｣ 構成員名簿

天野 慎介 特定非営利法人グループ ･ネクサス理事長

小俣 智子 武蔵野大学人間科学部社会福祉学科准教授
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疹考資料叫

日本小児血液 .がん学会 ｢日本小児血液 ･がん専門医研修施設｣

申請条件について (日本小児血液 .がん学会ホームページより抜粋)

1.小児血液 ･がん指導医または暫定指導医が1名以上常勤で勤務している

こと｡

2.小児がん認定外科医が常勤で勤務していること｡規則施行日から5年間

は小児外科専門医で可とする｡また､非常勤または診療協力施設 (*)で

の常勤でも可とする｡ (規則施行日とは平成23年 (2011年)4月1日

ですo)

3.放射線診断専門医または放射線治療専門医が常勤で勤務していること｡

規則施行日から5年間は非常勤または診療協力施設 (辛)での常勤でも可

とする｡放射線治療が自施設､または､診療協力施設 (辛)でできること｡

4.病理専門医は常勤で勤務していること｡規則施行日から5年間は非常勤

でも可とする｡

5. 自科が骨髄移植推進財団認定施設またはさい帯血バンクネットワーク登

録施設であること (**)｡診療協力施設がこの条件を満たすことでも可

(/*).

6.直近の3年間に細則第22条に示す診療実績 (初発診療例)があること｡

直近の3年間とは､2009年1月1日から2011年12月31日までの期間

です｡2012年1月1日から2012年6月30日までの期間の診療実績は算

定されません｡

7･､診療実績に示す初発症例は本学会の小児がん全数把握登録事業または小

児血液疾患登録事業に登録されていること (必須) (***)｡移植症例に

ついては造血細胞移植登録一元管理プログラム (以下､TRUMP)に登録さ

れていること｡移植症例については診療協力施設での登琴でも可｡

8.本学会が定める研修プログラム作成要項に基づいて研修プログラムが作

成され公表されていること｡自施設で完結しない項目については､他の

専門医研修認定施設と連携して補完し (**棉)､全ての研修プログラム

を満たすこと0

9.院内倫理審査委員会が開催され､同委員会により承認された臨床試験に

参加していること｡

10.院内の関連部門が参加する小児がんカンフアランスまたはこれに準じる

ものが定期的に開催され､会議録が保存されていること｡

ll.緩和ケアチームが活動していること｡
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12.以下に示す小児患者の療養環境が整えられていること｡①保育士または

チャイル ドライフスペシャリス ト等の子ども療養支援担当者の配置､②

院内学級または訪問教師による教育支援､③家族の長期滞在施設または

これに準じる設備が利用できること｡ (①②③は､いずれか一つ以上が

満たされていればよい｡)

*:診療協力施設とは､自施設単独では患者の診療が行えない場合に､.予

め登録された診療協力施設と協力して診療を行う施設のことです｡これには､

自施設には常勤非常勤を問わず小児外科専門医が不在の場合 ･自施設には常

勤非常勤を問わず放射線診断専門医および放射線治療専門医が不在の場

合 ･自科が骨髄移植推進財団認定施設またはさい帯血バンクネッ､トワーク登

録施設ではなく自科で同種移植診療ができない場合があたります｡診療協力

施設は､専門医研修施設であることを問いません｡しかし､診療協力施設の

登録にあたっては､予め当該施設長の了解を得なければなりません｡ (当該

施設長の了解を証明する書式は不要です｡)

**:自施設ではなく､自科が骨髄移植推進財団認定施設またはさい帯血

バンクネットワーク登録施設であることが必要です｡内科あるいは幹細胞移

植科などと合同で登録されている場合には認められます｡その場合には合同

で登録している旨のコメントを記載してください｡

***:固形腫癌は､本学会の ｢固形腫癌登録システム｣から登録を行っ

てください｡また､造血器腫癌性疾患および非腫癌性血液疾患は､本学会わ

rOSCRPTOSH｣上の ｢日本小児血液 ･がん学会 新規疾患登録｣で登録を行

ってください｡

｢申請エントリー｣のウエブ申請の際の ｢診療実績登録｣の ｢症例の ID

番号｣欄には､固形腰痛の場合には､日本小児血液 ･がん学会疾患登録 固

形腫癌の登録番号をお書きください｡ (CIOOIOlなど)

また血液疾患の場合は､旧小児血液学会による小児血液腫癌性疾患登録の学

会登録番号 (JPLSG登録コー ドは不可) (し100101)､または小児非腫

癌性血液疾患登録の学会登録番号 (HIOOIOlなど)､または新学会による登

録番号である JSPHO番号 (11654など)をお書きください｡

造血細胞移植例はTRUMP登童剥こ基づく一元管理番号をお書き下さいO

学会統合に伴い小児血液疾患登録を PTOSHに変更した時に､血液疾患の方

は､H～と か L～という番号 (H110120.LHOOllなど)の使用は終了いたし

ました｡
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新しい日本小児血液 .がん学会疾患登録では､これまでに登録されていた

患者にも新たに JSPHO番号として通し番号が付与されています｡ (10436､
10525など)

一方､固形腫癌疾患の登録はこれまでのように､C～番号が付与され､す

でに登録済みの患者は以前の番号のままです｡ (C125102､C125110など)

したがいまして､今回の専門医研修施設認定申請で登録される診療実績の

｢症例のID番号｣は､血液疾患では原則として新しい JSPHO登録番号を

使用してください｡ただし暫くの間は古い H～や し～番号のどちらでも申請

は可能ですD

固形腫癌はこれまで通りの C～です｡また､TRUMPの番号はこれまで通り

です｡

****:研修プログラムに規定する研修内容は､専門医認定申請の際に

申請要件として認められるようlS配慮して規定をしてください｡自施設で研

修が行えない疾患の研修は､他施設で行えるように規定してください｡この

場令d)他施設を研修連携施設と呼びます｡その際､腫癌性疾患については認

定専門医研修施設で経験 (診断および治療)した症例でなければ認められま

せんので､研修連携施設は認定専門医研修施設であることが必要です｡しか

し､非腫癌性血液疾患あるいは造血幹細胞移植については､指導医(暫定指

導医)のもとで経験した症例であれば施設(あるいは科)を問いませんあで､

研修連携施設(料)は認定専門医研修施設でなくても認められます｡
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日本小児外科学会 ｢認定施設｣申請資格について

(日本小児血液 ･がん学会専門医制度施行細則第3章認定施設第 16条抜粋)

第 16条 (申請資格)

認定施設の認定を希望するものは,以下の基準をすべて充たしていることを要

する｡ただし.当分の問第7項および第14項を除外することができるものとす

る｡

1.小児外科の専門診療が行なわれていること｡

2.小児外科に専従する医師が2名以上常勤していること｡なお.付則第3条に

定める研修医は含めない｡

3.小児外科指導医が 1名以上常勤していること｡

4.過去3年間の小児外科手術例数が.平均年間100例以上,および新生児外科

症例数が平均年間 10例以上あること｡ただし,うち5例以上は新生児外科

手術例であること｡

5.小児外科患者について剖検を行い得る体制にあり.かつ十分な経験を有する

病理医の指導の下に剖検症例についての臨床病理検討会 (cpc)が定期的

に行われていること｡

6.小児外科の診療と卒後教育に協力する小児科および麻酔科の医師が常勤し

ていること｡

7 独立した小児患者の看護単位をもっこと｡

8.以下の検査を常時施行しうること｡

1.X線撮影 2.血液ガス

3.血液一般検査 (血算)および血液生化学検査

4.迅速病理診断 5.超音波検査 6.CTスキャン

9.放射線治療が可能なこと｡

10.RI検査が可能なこと｡

ll.リハビリテーション機能をもち.医療相談業務が行なわれていること｡

12.医学的会合が定期的に行なわれていること｡

13.小児外科の卒後教育に関するカリキュラムをもっていること｡

14.実験研究設備をもっていること｡
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がん対策推進基本計画

平成24年 6月



目次

はじめに .･.････････I千.....･･･I I.･･ ･I･I l

第 1基本方針 ･･･････.～～～･I7････- ･- ･.･･.･2

1.がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施 日 日 日 日 ･2

2.重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施･2

3. 目標とその達成時期の考え方 ･∫･･･.日 .･･･ .･- i･･･2

第2 重点的に取り組むべき課題 ･･････- ･････････= ･3

1.放射線療法､化学療法､手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療

従事者の育成 ･････i･･････････ .･･- ･.････3

2.がんと診断された時からの緩和ケアの推進 .･･ .･･･= - ･･･4

3.がん登録の推進 ････- I････････i･･t.･･････4

4.働く世代や小児へのがん対策の充実 ････････日 .･t･- ･5

第3 全体目標 ･････- ..II･･I････- ･･･,･･･15

1.がんによる死亡者の減少 ･･I･.･= ･･.･･.･I～I････5

2.全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上 - ･6

3.がんになっても安心して暮らせる社会の構築 ････････- ･･･6

第4 分野別施策と個別目標 ････.･･- ･- ･.･･･････ 6

1.がん医療 ･･.･･･i･･････ .････- ･ .･･････.6

(1) 放射線療法､化学療法､手術療法の更なる充実とチーム医療の推進

････t･ii･････.･･6

(2) がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成 .L････････10

(3) がんと診断された時からの緩和ケアの推進 .････.- ･･･ll

(4) 地域の医療 ･介護サービス提供体制の構築 ･･･････････14

(5) 医薬品 ･医療機器の早期開発 ･承認等に向けた取組 .･ 日 .- 16

(6) その他 (希少がん ･病理診断 ･リハビリテーション) ････.18

2.がんに関する相談支援と情報提供

3.がん登録 ･････････-

4.がんの予防 H H H ･･ ･･

5. がんの早期発見 .･- ････

6.がん研究 ･･- ･I･- II

7.小児がん ･･･..･･･II･

･19

･21

･22

･24

･26

･29



8.がんの教育 ･普及啓発 7･･･.･i- - .･･････････30

9.がん患者の就労を含めた社会的な問題 ･･= ･･II･･.･.･･32

第5 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 日 日 ･33

1.関係者等の連携協力の更なる強化 ･･･- ････････････33

2.都道府県による都道府県計画の策定 - .･････････････33

3.関係者等の意見の把握 ･･････ ･･･････- ･･･････34

4.がん患者を含めた国民等の努力 ･･ .･- ････ .･･･････34

5.必要な財政措置の実施と予算の効率化 ･重点化 ･･･････････35

6. 目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定 ･= ･･日 35

7.基本計画の見直し日 ∴ H H H ∴ H H H LH H ･36



EiIL=めに

がんは､日本で昭和56 (1981)年より死因の第1位であり､平成22

(2010)年には年間約35万人が亡くなり､生涯のうちに約2人に1人が

がんにかかると推計されている｡こうしたことから､依然としてがんは国民の

生命と健康にとって重大な問題である｡

日本のがん対策は､昭和59 (1984)年に策定された ｢対がん10カ年

総合戦略｣､平成6 (1994)年に策定された ｢がん克服新10か年戦略｣､

平成16 (2004)年に策定された ｢第3次対がん10か年給合戦略｣に基

づき取り組んできた｡

さらに､がん対策のより一層の推進を図るため､がん対策基本法 (平成18

年法律第98号｡以下 ｢基本法｣という｡)が平成18 (2006)年6月に成

立し､平成19 (2007)年4月に施行され､基本法に基づき､がん対策を

総合的かつ計画的に推進するための ｢がん対策推進基本計画｣(以下 ｢前基本計

画｣という｡)が平成19 (2007)年6月に策定されたO

前基本計画の策定から5年が経過した｡この間､がん診療連携拠点病院 (以

下 ｢拠点病院｣という｡)の整備や緩和ケア提供体制の強化､地域がん登録の充

実が図られるとともに､がんの年齢調整死亡率は減少傾向で推移するなど､一

定の成果を得られた｡

りかん
しかしながら､人口の高齢化とともに､日本のがんの罷患者の数､死亡者の

数は今後とも増加していくことが見込まれる中､がん医療や支援について地域

格差や施設間格差がみられ､それぞれの状況に応じた適切ながん医療や支援を

受けられないことが懸念されている｡また､これまで重点課題として取り組ま

れてきた緩和ケアについては､精神心理的な痛みに対するケアが十分でないこ

と､放射線療法や化学療法についても更なる充実が必要であること等に加え､

新たに小児がん対策､チーム医療､がん患者等の就労を含めた社会的な問題､

がんの教育などの課題も明らかとなり､がん患者を含めた国民はこうした課題

を改善していくことを強く求めている｡

この基本計画は､このような認識の下､基本法第9条第7項の規定に基づき

前基本計画の見直しを行い､がん対策の推進に関する基本的な計画を明らかに
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するものであり､国が各分野に即した取り組むべき施策を実行できる期間とし

て､平成24 (2012)年度から平成28 (2016)年度までの5年程度

の期間を-つの目安として定めるO

また､この基本計画の策定に当たっては､基本法に基づき､がん対策推進協

議会 (以下 ｢協議会｣という｡)の意見を聴くことになっている｡また､専門

的な知見を要する分野である小児がん､緩和ケア､がん研究については協議会

の下に専門委員会が設置され､報告書が協議会へ提出された｡

今後は､基本計画に基づき､国と地方公共団体､また､がん患者を含めた国

民､医療従事者､医療保険者､学会､患者団体を含めた関係団体とマスメディ

ア等 (以下 ｢関係者等｣と､いう｡)が一体となってがん対策に取り組み､がん患

者を含めた国民が､様々ながんの病態に応じて､安心かつ納得できるがん医療

や支援を受けられるようにするなど､｢がん患者を含めた国民が､がんを知り､

がんと向き合い､がんに負けることのない社会｣の実現を目指す｡

r第 1 基本方針 ･

1 がん患者を含めた国民の裸点に立ったがん対策の実施

基本法の基本理念に基づき､国､地方公共団体と関係者等は､がん患者を含

めた国民が､がん対策の中心であるとの認識の下､がん患者を含めた国民の視

点に立ってがん対策を実施していく必要がある｡

2 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施

基本計画では､がん対策を実効あるものとしてより一層推進していくため､

重点的に取り組むべき課題を定める｡

また､がんから国民の生命と健康を守るためには､多岐にわたる分野の取組

を総合的かつ計画的に実施していく必要がある｡

3 日模とその達成時期の考え方

基本計画では､これまでの政府のがん対策に関する目標との整合性を図りつ

つ､全体目標とそれを達成するために必要な分野別施策の個別目標を設定する｡
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また､原則として､全体目標と個別目標を達成するために要する期間を設定す

る｡

第2 重点的に取り組むべき課題

1 放射線療法､化学療法､手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療

従事者の育成

がんに対する主な治療法には､手術療法､放射線療法､化学療法 (この基本

計画では薬物療法等を含むものとするo)などがあり､単独又はこれらを組み合

わせた集学的治療が行われている｡

日本では､胃がんなど､主として手術療法に適したがんが多かったこともあ

り､外科医が化学療法も実施するなど､がん治療の中心を担ってきた｡

しかしながら､現在は､がんの種類によっては､放射線療法が手術療法と同

様の治療効果を発揮できるようになるとともに､新たな抗がん剤が多く登場し､

化学療法の知見が蓄積されてきたことから､様々ながんの病態に応じ､手術療

法､放射線療法､化学療法､さらにこれらを組み合わせた集学的治療がそれぞ

れを専門的に行う医師の連携の下実施されていくことが求められている｡

一方で､今も手術療法ががん医療の中心であることに変わりはないが､外科

医の人員不足が危倶され､外科医の育成や業務の軽減が早急に改善すべき課題

となっている｡

このため､これまで手術療法に比べて相対的に遅れていた放射線療法や化学

療法の推進を図ってきたが､今後は､放射線療法､化学療法､手術療法それぞ

れを専門的に行う医療従事者を更に養成するとともに､こうした医療従事者と

協力してがん医療を支えることができるがん医療に関する基礎的な知識や技能

を有した医療従事者を養成していく必要がある｡

また､医療従事者が､安心かつ安全で質の高いがん医療を提供できるよう､

各職種の専門性を活かし､医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチ

ーム医療を推進する必要がある｡



2 がんと診断された時からの緩和ケアの推進

がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう､緩和ケアが､

がんと診断された時から提供されるとともに､診断､治療､在宅医療など様々

な場面で切れ目なく実施される必要がある｡

しかしながら､日本では､欧米先進諸国に比べ､がん性療病の緩和等に用い

られる医療用麻薬の消費量は少なく､がん性療病の緩和が十分でないと推測さ

れること､がん医療に携わる医師の緩和ケアの重要性に対する認識もまだ十分

でないこと､国民に対しても未だ緩和ケアに対する正しい理解や周知が進んで

いないこと､身体的苦痛のみならず精神心理的苦痛への対応も求められてし)る

こと等から､緩和ケアはまだ十分にがん医療に浸透していないと考えられる｡

このため､がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機

能強化等により､がんと診断された時から患者とその家族が､精神心理的苦痛

に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう､緩和ケアの提

供体制をより充実させ､緩和ケア-のアクセスを改善し､こうした苦痛を緩和

することが必要である｡

また､がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう､

在宅緩和ケアを含めた在宅医療 ･介護を提供していくための体制の充実を図る

必要がある｡

3 がん登録の推進

がん登録はがんの罷恵やがん患者の転帰､その他の状況を把握し､分析する

仕組みであり､がんの現状を把握し､がん対策の基礎となるデータを得るとと

もに､がん患者に対して適切ながん医療を提供するために不可欠なものである｡

地域がん登録は平成24 (2012)年度中に全ての都道府県で実施される

予定であり､参加している医療機関や届出数も増加しているが､届出の義務が

ないこと､患者の予後を把握することが困難であることなどいくつかの問題が

ある｡

このため､個人情報の保護を徹底しつつ､こうした問題を解決し､患者を含

めた国民ががん登録情報をより有効に活用できるよう､法的位置付けの検討も
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含めて､がん登録を円滑に推進するための体制整備を図ることが必要である｡

4 働く世代や小児へのがん対策の充実

毎年20歳から64歳までの約22万人ががんに羅患し､約7万人ががんで

死亡している｡また､がんは40代より死因の第1位となり､がんは高齢者の

みならず働く世代にとっても大きな問題である｡

働く世代ががんに羅患し社会から離れることによる影響は､本人のみならず

家族や同僚といった周りの人にも及ぶ｡こうした影響を少なくするため､働く

世代へのがん対策を充実させ､がんをなるべく早期に発見するとともに､がん

患者等が適切な医療や支援により社会とのつながりを維持し､生きる意欲を持

ち続けられるような社会づくりが求められている｡

このため､働く世代のがん検診受診率を向上させるための対策､年齢調整死

亡率が上昇している乳がん .子宮預がんといった女性のがんへの対策､がんに

罷虚したことに起因する就労を含めた社会的な問題等-の対応が必要である｡

また､小児についても､がんは病死原因の第1位であり､大きな問題である｡

医療機関や療育 ･教育環境の整盾､相談支援や情報提供の充実などが乗められ

ており､小児がん対策についても充実を図ることが必要であるふ

l第3･全体目模l

がん患者を含めた国民が､様々ながんの病態に応じて､安心かつ納得できる

がん医療や支援を受けられるようにすること等を目指して､｢がんによる死亡者

の減少｣と ｢全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向

上｣に ｢がんになっても安心して暮らせる社会の構築｣を新たに加え､平成1

9 (2007)年度から10年間の全体目標として設定する｡

1 がんによる死亡者の減少

平成19 (2007)年度に掲げた10年間の目標である ｢がんの年齢調整

死亡率 (75歳未満)の20%減少｣について､年齢調整死亡率は減少傾向で

あるが､昨今は減少傾向が鈍化している｡今後5年間で､新たに加えた分野別

施策を含めてより一層がん対策を充実させ､がんによる死亡者を減少させるこ
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とを目標とする｡

2 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上

がAJ患者の多くは､がん性痔痛や､治療に伴う副作用 ･合併症等の身体的苦

痛だけでなく､がんと診断された時から不安や抑うつ等の精神心理的苦痛を抱

えている｡また､その家族も､がん患者と同様に様々な苦痛を抱えている｡

さらに､がん患者とその家族は､療養生活の中で､こうした苦痛に加えて､

安心 ･納得できるがん医療や支援を受けられないなど､様々な餌難に直面して

いる｡

このため､がんと診断された時からの緩和ケアの実施はもとより､がん医療

や支援の更なる充実等により､｢全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養

生活の質の維持向上｣を実現することを目標とする｡

3 がんになっても安心して暮らせる社会の構築

がん患者とその家族は､社会とのつながりを失うことに対する不安や仕事と

治療の両立が難しいなど社会的苦痛も抱えている｡

このため､これまで基本法に基づき､がんの予防､早期発見､がん医療の均

てん化､研究の推進等を基本的施策として取り組んできたが､がん患者とその

家族の精神心理的 t社会的苦痛を和らげるため､新たに､がん患者とその家族

を社会全体で支える取組を実施することにより､｢がんになっても安心して暮ら

せる社会の構築｣を実現することを目標とする｡

第4 分野別施策と個別目標

1.がん医療

(1)放射線療法､化学療法､手術療法の更なる充実とチーム医療の推進

(現状)

がん医療の進歩は目覚ましく､平成 12 (2000)年から平成14 (20

02)年までに診断された全がんの5年相対生存率は57%と3年前に比べて

約3%上昇しており､年齢調整死亡率も1990年代後半から減少傾向にある

が､一方で原発巣による予後の差は大きく､揮臓がん､肝臓がん､肺がんの5
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年相対生存率はそれぞれ6%､27%､ 29%と依然として低い現状にある｡

このため､特に日本に多いがん (肺 ･胃･肝 .大腸 ･乳)を中心に､手術療

法､放射線療法､化学療法などを効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケア

の提供とともにがん患者の病態に応じた適切な治療の普及に努め､拠点病院を

中心に院内のクリティカルパス (検査と治療等を含めた診療計画表をいう｡)を

策定し､キャンサーボー ド (各種がん治療に対して専門的な知識を有する複数

の医師等が患者の治療方針等について総合的に検討するカンファレンスをい

う｡)などを整備してきた｡また､放射線療法や化学療法に携わる専門的な知識

と技能を有する医師をはじめとする医療従事者の配置やリニアックなどの放射

線治療機器の整備など､特に放射線療法と化学療法の推進を図ってきた｡

しかし､これまで医療体制の量的な整備が進められてきた一方､患者が自分

の病状や検査 ･治療内容､それに伴う副作用 ･合併症などについて適切な説明

を受け､十分に理解した上で自身の判断で治療方針などに対して拒否や合意を

選択するインフォーム ド･コンセントが十分に行われていない､あるいは､患

者やその家族が治療法を選択する上で第三者である医師に専門的見解を求める

ことができるセカンドオピニオンが十分に活用されていないなど､患者やその

家族の視点に立つ'た医療体制の質的な整備が依然として十分でないと指摘され

ている｡

また､近年､医療の高度化や複雑化とニーズの多様化に伴い､放射線療法や

化学療法の専門医の不足とともに外科医の不足が指摘されている｡こうした医

師等への負担を軽減し診療の質を向上させるため､また､治療による身体的､

精神心理的負担を抱える患者とその家族に対して質の高い医療を提供しきめ細

やかに支援するため､多職種で医療にあたるチーム医療が強く求められるよう

になっている｡

この他､拠点病院を含む医療機関では､放射線治療機器や手術機器の多様化

などに伴う医療技術の施設間格差や実績の格差が生じていることから､地域で

の効率的な医療連携や役割分担などによる地域完結型の医療体制を整備する必

要性も指摘されている｡



(取り組むべき施策)

○チーム医療とがん医療全般に関すること

拠点病院を中心に､医師による十分な説明と患者やその家族の理解の下､イ

ンフォーム ド･コンセントが行われる体制を整備し､患者の治療法等を選択す

る権利や受癖の自由意思を最大限に尊重するがん医療を目指すとともに､治療

中でも､冊子や視覚教材などの分かりやすい教材を活用し､患者が自主的に治

療内容などを確認できる環境を整備するD

患者とその家族の意向に応じて､専門的な知識を有する第三者の立場にある

医師に意見を求めることができるセカンドオピニオンをいつでも適切に受けら

れ､患者自らが治療法を選択できる体制を整備するとともに､セカンドオピニ

オンの活用を促進するための患者やその家族への普及啓発を推進する｡

学会や関連団体などは､がんの治療計画の立案に当たって､患者の希望を踏

まえつつ､標準的治療を提供できるよう､診療ガイドラインの整備を行うとと

もに､その利用実態を把握し､国内外の医学的知見を蓄嶺 し､必要に応じて速

やかに更新できる体制を整備するOまた､患者向けの診療車イドラインや解説

の充実など､患者にとって分かりやすい情報提供に努め､国はこれを支援する｡

より正確で質の高い画像診断や病理診断とともに治療方針を検討できるよう､

放射線診断医や病理診断直等が参加するキャンサーボー ドを開催するなど､が

んに対する的確な診断と治療を行う診療体制を整備する｡

患者とその家族の抱える様々な負担や苦痛に対応し､安心かつ安全で質の高

いがん医療を提供できるよう､手術療法､放射線療法､化学療法の各種医療チ

ームを設置するなどの体制を整備することにより､各職種の専門性を活かし､

医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチーム医療を推進する｡

各種がん治療の副作用 ･合併症の予防や軽減など､患者の更なる生活の質の

向上を目指し､医科歯科連携による口腔ケアの推進をはじめ､食事療法などに

よる栄養管理やリハビリテーションの推進など､職種間連携を推進する｡

患者とその家族に最も近い聴種として医療現場での生活支援にも関わる看護

領域については､外来や病棟などでのがん看護体制の更なる強化を図る｡

また､患者の安全を守るため､様々な医療安全管理の取組が進められてきた
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ところであるが､診療行為には一定の危険性が伴うことを踏まえ､医療従事者

等が協力して､がん医療の質と安全の確保のための取組を一層推進する｡

腫療センターなどのがん診療部を設置するなど､各診療科の横のつながりを

重視した診療体制の構築に努める｡

この他､質の高いがん医療を推進する一環として､国や地方公共団体は拠点

病院をはじめとする入院医療機関とともに地域の医療機関の連携と役割分担を

図り､特に高度な技術と設備等を必要とする医療については地域性に配慮した

計画的な集約化を図る｡

○放射線療法の推進

国や地方公共団体は､拠点病院をはじめとする入院医療機関などと､放射線

療法の質を確保し､地域格差を是正し均てん化を図るとともに､人員不足を解

消する取組に加えて､一部の疾患や強度変調放射線治療などの治療技術の地域

での集約化を図る｡

医療安全を担保した上で､情報技術を活用し､地域の医療機関との間で放射

線療法に関する連携と役割分担を図る｡

放射線治療機器の品質管理や質の高い安全な放射線療法を提供するため､放

射線治療の専門医､専門看護師 ･認定看護師､放射線治療専門放射線技師､医

学物理士など専門性の高い人材を適正に配置するとともに､多職種で構成され

た放射線治療チームを設置するなど､患者の副作用 .合併症やその他の苦痛に

対しても迅速かつ継続的に対応できる診療体制を整備する｡

放射線治療機器については､先進的な放射線治療装置､重粒子線や陽子線治

療機器などの研究開発を推進するとともに､その進捗状況を加味し､医療従事

者等が協力して､国内での計画的かつ適正な配置を検討するo

O化学療法の推進

化学療法の急速な進歩と多様性に対応し､専門性が高く､安全で効果的な化

学療法を提供するため､化学療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤師､がん看

護や化学療法等の専門看護師 ･認定看護師など､専門性の高い人材を適正に配

置するとともに､多職種で構成された化学療法チームを設置するなど､患者の

副作用 ･合併症やその他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応できる診療体制
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を通院治療を含めて整備するo

O手術療法の推進

より質の高い手術療法を提供するため､拠点病院をはじめとする入院医療機

関は､外科医の人員不足を解消し､必要に応じて放射線療法や化学療法の専門

医と連携するなど､各医療機関の状況に合わせた診療休制を整備するとともに､

学会や関係団体などと連携し､手術療法の成績の更なる向上を目指し､手術療

法の標準化に向けた評価法の確立や教育システムの整備を行う｡

国や地方公共団体は､拠点病院をはじめとする入院医療機関などとともに､

高度な先端技術を用いた手術療法や難治性希少がんなどに対して､地域性に配

慮した一定の集約化を図った手術療法の実施体制を検討する｡･

手術療法による合併症予防や術後の早期回復のため､麻酔科医や手術部位な

どの感染管理を専門とする医師､口腔機能 ･衛生管理を専門とする歯科医師な

どとの連携を図り､質の高い周術期管理体制を整備するとともに､術中迅速病

理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断を確実に実施できる

体制を整備する｡

(個別目標)

患者とその家族が納得して治療を受けられる環境を整備し､ 3年以内に全て

の拠点病院にチーム医療の体制を整備することを目標とする｡

診療ガイ ドラインの整備など､手術療法､放射線療法､化学療法の更なる質

の向上を図るとともに､地域での各種がん治療に関する医療連携を推進するこ

とにより､安心かつ安全な質の高いがん医療の提供を目標とする｡

(2)がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成

(現状)

がんの専門医の育成に関しては､厚生労働省では､平成 19 (2007)年

からeラーニングを整備し､学会認定専門医の育成支援を行っている｡また､

文部科学省では､平成 19 (2007)年度から平成23 (2011)年度ま

でに ｢がんプロフェッショナル養成プラン｣を実施し､大学では､放射線療法

や化学療法､緩和ケア等のがん医療に専門的に携わる医師､薬剤師､看護師､

診療放射線技師､医学物理士等の医療従事者の育成を行っている｡その他､国､

学会､拠点病院を中心とした医療機関､関係団体､独立行政法人国立がん研究

センター (以下 ｢国立がん研究センター｣という｡)などで､医療従事者を対象
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として様々な研修が行われ､がん診療に携わる専門的な薬剤師､看護師等の認

定や育成を行っている｡

しかし一方で､放射線療法､化学療法､緩和ケア､口腔ケア等のがん医療に

専門的に携わる医師や歯科医師をはじめ､薬剤師や看護師等の医療従事者の育

成が依然として不十分である他､多様化かつ細分化した学会認定専門医制度に

なっており､専門医の質の担保や各医療機関の専門医の情報が国民に分かりや

すく提供されていないなどの指摘がある｡

(取り組むべき施策)

質の高いがん医療が提供できるよう､より効率的かつ学習効果の高い教材の

開発や学習効果に対する評価､大学間連携による充実した教育プログラムの実

施等により､がん関連学会と大学などが協働して専門医や専門医療従事者の育

成を推進する｡

大学に放射線療法､化学療法､手術療法､緩和ケアなど､がん診療に関する

教育を専門的かつ臓器別にとらわれない教育体制 (例えば ｢臨床腫痔学講座｣

や ｢放射線腫疫学講座｣など)を整備するよう努める｡

がん医療に携わる医療従事者の育成に関わる様々な研修を整理し､より効率

的な研修体制を検討するとともに､国､学会､拠点病院を中心とした医療機関､

関係団体､国立がん研究センター等は､研修の質の維持向上に努め､引き続き､

地域のがん医療を担う医療従事者の育成に取り組むOまた､医療機関でもこう

した教育プログラムへ医療従事者が参加しやすい環境を整備するよう努める｡

(個別目標)

5年以内に､拠点病院をはじめとした医療機関の専門医配置の有無等､がん

患者にとって分かりやすく提示できる体制の整備を目標とする｡

また､関連学会などの協働を促し､がん診療に携わる専門医のあり方を整理

するとともに､地域のがん医療を担う専門の医療従事者の育成を推進し､がん

医療の質の向上を目標とする｡

(3) がんと診断された時からの緩和ケアの推進

(現状)

緩和ケアとは､ ｢生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家

族に対して､痛みやその他の身体的問題､心理社会的問題､スピリチュアルな
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問題を早期に発見し､的確なアセスメントと対処を行うことによって､ 苦しみ

を予防し､和らげることで､QOLを改善するアプローチである｣ (世界保健

機関より)とされているoLたがって､緩和ケアは精神心理的､社会的苦痛を

含めた全人的な対応が必要であり､その対象者は､患者のみならず､その家族

や遺族も含まれている｡

このため､前基本計画の重点課題に｢治療の初期段階からの緩和ケアの実施｣

を掲げ､全ての拠点病院を中心に､緩和ケアチームを整備するとともに､がん

診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催の他､緩和ケアの地域連携な

どについても取り組んできた｡

しかし､日本の医療用麻薬消費量は増加傾向にあるが､欧米先進諸国と比較

すると依然として少なく､がん性痔痛に苦しむがん患者の除痛がまだ十分に行

われていないことが推測される他､がんと診断された時から､身体的苦痛だけ

でなく､不安や抑うつなどの精神心理的苦痛､就業や経済負担などの社会的苦

痛など､患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して､迅速かつ適切な緩和ケ

アががん診療の中でまだ十分に提供されていない｡

また､拠点病院に設置されている専門的緩和ケアを提供すべき緩和ケアチー

ムの実績や体制等に質の格差が見られる他､専門的な緩和ケアを担う医療従事

者が不足している｡さらに､こうした緩和ケアの質を継続的に評価し還元でき

る体制も不十分である｡

この他､国民の医療用麻薬への誤解や緩和ケアが終末期を対象としたものと

する誤った認識があるなど､依然として国民に対して緩和ケアの理解や周知が

進んでいない｡

(取り組むべき施策)

患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全人的なケアを診断時から提供

し､確実に緩和ケアを受けられるよう､患者とその家族が抱える苦痛を適切に

汲み上げ､がん性療病をはじめとする様々な苦痛のスクリーニングを診断時か

ら行うなど､がん診療に緩和ケアを組み入れた診療体制を整備する｡また､患

者とその家族等の心情に対して十分に配慮した､診断結果や病状の適切な伝え

方についても検討を行う｡

拠点病院を中心に､医師をはじめとする医療従事者の連携を図り､緩和ケア
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チームなどが提供する専門的な緩和ケアへの患者とその家族のアクセスを改善

するとともに､個人 ･集団カウンセリングなど､患者とその家族や遺族などが

いつでも適切に緩和ケアに関する相談や支援を受けられる体制を強化する｡

専門的な緩和ケアの質の向上のため､拠点病院を中心に､精神腰痛医をはじ

め､がん看護の専門看護師 ･認定看護師､社会福祉士､臨床心理士等の適正配

置を図り､緩和ケアチームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図る｡

拠点病院をはじめとする入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所な

どと連携し､患者とその家族の意向に応じた切れ目のない在宅医療の提供体制

を整備するとともに､急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入れ体制

を整備する｡

がん性疫病で苦しむ患者をなくすため､多様化する医療用麻薬をはじめとし

た身体的苦痛緩和のための薬剤の迅速かつ適正な使用と普及を図る｡また､精

神心理的 →社会的苦痛にも対応できるよう､医師だけでなく､がん診療に携わ

る医療従事者に対する人材育成を進め､基本的な緩和ケア研修を実施すろ体制

を構築する｡

学会などと連携し､精神心理的苦痛に対するケアを推進するため､精神腫癌

医や臨床心理士等の心のケアを専門的に行う医療従事者の育成に取り組む｡

これまで取り組んできた緩和ケア研修会の質の維持向上を図るため､患者の

視点を取り入れつつ､研修内容の更なる充実とともに､必要に応じて研修指導

者の教育技法などの向上を目指した研修を実施する｡

医療従事者に対するがんと診断された時からの緩和ケア教育のみならず､大

学等の教育機関では､実習などを組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プログラ

ムを策定する他､医師の卒前教育を担う教育指導者を育成するため､医学部に

緩和医療学講座を設置するよう努める｡

緩和ケアの意義やがんと診断された時からの緩和ケアが必要であることを国

民や医療 ･福祉従事者などの対象者に応じて効果的に普及啓発する｡

(個別目標)

関係機関などと協力し､3年以内にこれまでの緩和ケアの研修体制を見直し､
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5年以内に､がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し､

知識と技術を習得することを目標とする｡特に拠点病院では､自施設のがん診

療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標とする｡

また､3年以内に､拠点病院を中心に､緩和ケアを迅速に提供できる診療体

制を整備するとともに､緩和ケアチームや緩和ケア外来などの専門的な緩和ケ

アの提供体制の整備と質の向上を図ることを目標とする｡

こうした取組により､患者とその家族などががんと診断された時から身体

的 ･精神心理的 .社会的苦痛などに対して適切に緩和ケアを受け､こうした苦

痛が緩和されることを目標とする｡

(4) 地域の医療 ･介護サービス提供体制の構築

(現状)

医療提供体制については､がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく

科学的根拠に基づく適切ながん医療を受けることができるよう拠点病院の整備

が進められてきた｡ 平成24 (2012)年4月現在､397の拠点病院が整

備され､2次医療圏に対する拠点病院の整備率は68%となっている｡

しかし､近年､拠点病院間に診療実績の格差があることに加え､診療実績や

支援の内容が分かりやすく国民に示されていないとの指摘がある｡また､拠点

病院は､2次医療圏に原則 1つとされているため､既に同じ医療圏に拠点病院

が指定されている場合は､原則指定することができない｡さらに､国指定の拠

点病院に加え､都府県が独自の要件に従ってがん医療を専門とする病院を指定

しているため､患者にとって分かりにくいとの指摘もあり､新たな課題が浮か

び上がっている｡

地域連携については､がん医療の均てん化を目的に､地域の医療達蛎のツー

ルとして､平成20 (2008)年より地域連携クリティカルパスの整備が開

始された｡

しかし､多くの地域で地域連携クリティカルパスが十分に機能しておらず､

十分な地域連携の促進につながっていないと指摘されている｡

また､在宅医療 .介護サービスについては､がん患者の問でもそのニーズが

高まっているが､例えば､がん患者の自宅での死亡割合は過去5年間大きな変

化が見られていない｡
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こうした状況の中､施設中心の医療から生活の場で必要な医療 ･介護サービ

スを受けられる体制を構築することにより､住み慣れた場で安心して自分らし

い生活を送ることのできる社会の実現が求められている｡

そのため､入院医療機関では､在宅療養を希望する患者に対し､患者とその

家族に十分に説明した上で､円滑に切れ目なく在宅医療 ･介護サービスへ移行

できるよう適切に対応することが必要である｡また､在宅医療や介護を担う医

療福祉従事者の育成に当たっては､在宅療養中のがん患者が非がん患者と比較

して症状が不安定な場合が多いことを踏まえ､がん患者への医療 丁介護サービ

スについて､よりきめ細かな知識と技術を習得させることが必要である｡さら

に､市町村等でも､急速な病状の変化に対応し､早期に医療 ･介護サービスが

提供されるよう､各制度の適切な運用が求められている｡

(取り組むべき施策)

拠点病院のあり方 (拠点病院の指定要件､拠点病院と都道府県が指定する拠

点病院の役割､国の拠点病院に対する支援､拠点病院と地域の医療機関との連

携､拠点病院を中心とした地域のがん医療水準の向上､国民に対する医療 ･支

援や診療実績等の情報提供の方法､拠点病院の客観的な評価､地域連携クリテ

ィカルパスの運用等)について､各地域の̀医療提供体制を踏まえた上で検討す

るO

拠点病院は､在宅緩和ケアを提供できる医療機関などとも連携して､医療従

事者の在宅医療に対する理解を一層深めるための研修などを実施するとともに､

患者とその家族が希望する療養場所を選択でき､切れ目なく質の高い緩和ケア

を含めた在宅医療 ･介護サービスを受けられる体制を実現するよう努める｡ま

た､国はこうした取組を支援する｡

地域連携や在宅医療 .介護サービスについては､患者の複雑な病態や多様な

ニーズにも対応できるよう､地域の経験や創意を取り入れ､多様な主体が役割

分担の下に参加する､地域完結型の医療 ･介護サービスを提供できる体制の整

備､各制度の適切な運用とそれに必要な人材育成を進める｡

(個別日模)

がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療を受けら

れるよう､3年以内に拠点病院のあり方を検討し､5年以内に検討結果を踏ま

えてその機能を更に充実させることを目標とする｡
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また､がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう在

宅医療 ･介護サービス提供体制の構築を目標とする｡
∫

(5) 医薬品 ･医療機器の早期開発 ･承琵等に向けた取組

(現状)

がん医療の進歩は目覚ましいが､治験着手の遅れ､治験の実施や承認審査に

時間がかかる等の理由で､欧米で標準的に使用されている医薬品 ･医療機器が

日本で使用できない状況であるいわゆる ｢ドラッグ ･ラグ｣｢デバイス ･ラグ｣

が問題となっているD

こうした問題に取り組むため､政府では ｢革新的医薬品 ･医療機器創出のた

めの5か年戦略｣(平成 19 (2007)年)､｢新たな治験活性化5力年計画｣

(平成19 (2007)年)､｢医療機器の審査迅速化アクションプログラム｣(平

成20 (2008)年)に基づき医薬品 ･医療機器の早期開発 ･承認に向けた

取組が行われ､審査期間の短縮等が図られてきているo

また､欧米では使用が認められているが､国内では承認されていない医薬品

や適応 (未承認薬 ･適応外薬)に係る要望の公募を実施し､｢医療上の必要性の

高い未承認薬 ･適応外薬検討会議｣の中で､医療上の必要性を判断し､企業へ

の開発要請や開発企業の募集を行う取組が平成21 (2009)年より進めら

れている｡

具体的には､学会や患者団体等から平成21 (2009)年当時､未承認薬

のみならず､適応外薬についても多くの要望が提出され､そのうち医療上の必

要性の高い未承認薬.適応外薬について､承認に向けた取組が進められている｡

しかしながら､国際水準の質の高い臨床研究を行うための基盤整備が十分で

ないほか､がんの集学的治療開発を推進するための研究者主導臨床試験を実施

する基盤も不十分である｡特に希少がん りJヽ児がんについては患者の数が少な

く治験が難しいため ドラッグ ･ラグの更なる拡大が懸念されており､一層の取

組が求められている｡

(取り組むべき施策)

質の高い臨床研究を推進するため､国際水準の臨床研究の実施や研究者主導

治験の中心的役割を担う臨床研究中核病院 (仮称)を整備していくほか､引き

続き研究者やCRC (臨床研究コーディネーター)等の人材育成に努める｡
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (以下 ｢PMDA｣というO)は､引き

続き薬事戦略相談事業を継続するなど体制を強化しつつ､PMDAと大学 ･ナ

ショナルセンター等の人材交流を進め､先端的な創薬 ･医療機器等の開発に対

応できる審査員の育成を進めていく｡

未承認薬 ･適応外薬の開発を促進するため､引き続き､｢医療上の必要性の高

い未来認薬 ･適応外薬検討会議｣を定期的に開催し､欧米等で承認等されてい

るが国､内で未承認 ･適応外の医薬品等であって医療上必要性が高いと認められ

るものについて､関係企業に治験実施等の開発を要請する取組を行う｡またこ

こうした要請に対して企業が治験に取り組めるよう､企業治験を促進するため

の方策を､既存の取組の継続も含めて検討する｡未承認薬のみならず適応外薬

も含め､米国等の承認の状況を把握するための取組に着手する｡

｢医療上の必要性の高い未承認薬 ･適応外薬検討会議｣の中で､医療上の必

要性が高いと判断されたにもかかわらず､長期間治験が見込まれない抗がん剤

についても､保険外併用療養費制度の先進医療の運用を見直し､先進医療の迅

速かつ適切な実施について取り組んでいく｡

･なお､がんを含め､致死的な疾患等で他の治療法がない場合に､未来認薬や

適応外薬を医療現場でより使いやすくするための方策については､現行制度の

基本的な考え方や患者の安全性の確保といった様々な観点や課題を踏まえつつ､

従前からの議論を継続する｡

希少疾病用医薬品 ･医療機器について､専門的な指導 ･助言体制を有する独

立行政法人医薬基盤研究所を活用するなど､より重点的な開発支援を進めるた

めの具体的な対策を検討する｡

臨床研究や治験を進めるためには患者の参加が不可欠であることから､国や

研究機関等は､国民や患者の目線に立って､臨床研究 ･治験に対する普及啓発

を進め､患者に対して臨床研究 .治験に関する適切な情報提供に努める｡

(個別目標)

医薬品 ･医療機器の早期開発 ･承認等に向けて､臨床研究中核病院 (仮称)

の整備､pMDAの充実､未承認薬 .適応外薬の治験の推進､先進医療の迅速

かつ適切な実施等の取組を一層強化し､患者を含めた国民の視点に立って､有

17



効で安全な医薬品 ･医療機器を迅速に提供するための取組を着実に実施するこ

とを目標とする｡

(6) その他

く希少がん)

(現状)

希少がんについては､様々な希少がんが含まれる小児がんをはじめ､様々な

臓器に発生する肉腫､口腔がん､成人T細胞白血病 (以下 rATL｣という｡)

など､数多くの種類が存在するが､それぞれの患者の数が少なく､専門とする

医師や施設も少ないことから､診療ガイ ドラインの整備や有効な診断 ･治療法

を開発し実用化することが難しく､現状を示すデータや医療機関に関する情報

も少ない｡

(取り組むべき施策)

患者が安心して適切な医療を受けられるよう､専門家による集学的医療の提

供などによる適切な標準的治療の提供体制､情報の集約 ･発信､相談支援､研

究開発等のあり方について､希少がんが数多く存在する小児がん対策の進捗等

も参考にしながら検討する｡

(個別日額)

中間評価に向けて､希少がんについて検討する場を設置し､臨床研究体制の

整備とともに個々の希少がんに見合った診療体制のあり方を検討する0

く病理診断)

(現状)

病理診断医については､これまで拠点病院では､病理 .細胞診断の提供体制

の整備を行ってきたが､依然として病理診断医の不足が深刻な状況にある｡

(取り組むべき施策)

若手病理診断医の育成をはじめ､細胞検査士等の病理関連業務を専門とする

臨床検査技師の適正配置などを行い､さらに病理診断を補助する新たな支援の

あり方や病理診断システムや情報技術の導入､中央病理診断などの連携体制の

構築などについて検討し､より安全で質の高い病理診断や細胞診断の均てん化

に取り組む｡

(個別目模)
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3年以内に､拠点病院などで､病理診断の現状を調査し､がん診療の病理診

断体制のあり方などについて検討する｡

くリハビリテーション)

(現状)

リハビリテーションについては､治療の影響から患者の噴下や呼吸運動など

の日常生活動作に障害が生じることがあり､また､がん患者の病状の進行に伴

い､次第に日常生活動作に次第に障害を来し､著しく生活の質が悪化すること

がしばしば見られることから､がん領域でのリハビリテーションの重要性が指

摘されている｡

(取り組むべき施策)

がん患者の生活の質の維持向上を目的として､運動機能の改善や生活機能の

低下予防に資するよう､がん患者に対する質の高いリハビリテーションについ

て積極的に取り組む｡

(個別目棲)

拠点病院などで､がんのリハビリテーションに関わる医療従事者に対して質

の高い研修を実施し､その育成に取り組む｡

2. がんに関する相故支援と情報提供

(現状)

医療技術の進歩や情報端末の多様化に伴い多くの情報があふれる中､患者や

その家族が医療機関や治療の選択に迷う場面も多くなっていることから､これ

まで拠点病院を中心に相談支援センターが設置され､患者とその家族のがんに

対する不安や疑問に対応してきた｡

また､国立がん研究センターでは､様々ながんに関連する情報の収集､分析､

発信､さらに相談員の研修や各種がんに関する小冊子の作成配布等､相談支援

と情報提供の中核的な組織として活動を行ってきた｡さらに､学会､医療機関､

患者団体､企業等を中心として､がん患者サロンや患者と同じような経験を持

つ者による支援 (ピア ･サポー ト)などの相談支援や情報提供に係る取組も広

がりつつある｡

しかしながら､患者とその家族のニーズが多様化している中､相談支援セン

ターの実績や体制に差がみられ､こうした差が相談支援や情報提供の質にも影
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響していることが懸念されている｡また､相談に対応可能な人員が限られる中､

最新の情報を正確に提供し､精神心理的にも患者とその家族を支えることので

きる体制の構築などの課題が指摘されている｡

(取り組むべき施策)

国 ･地方公共団体 ･拠点病院等の各レベルでどのような情報提供と相談支援

をすることが適切か明確にし､学会､医療機関､患者団体､企業等の力も導入

したより効率的 ･効果的な体制構築を進める｡

拠点病院は､相談支援センターの人員確保､院内 ･院外の広報､相談支援セ

ンター間の情報共有や協力体制の構築､相談者からフィー ドバックを得るなど

の取組を実施するよう努め､国はこうした取組を支援する｡

拠点病院は､相談支援センターと院内診療科との連携を図り､特に精神心理

的苦痛を持つ患者とその家族に対して専門家による診療を適切な時期に提供す

るよう努める｡

がん患者の不安や悩みを軽減するためには､がんを経験した者もがん患者に

対する相談支援に参加することが必要であることから､国と地方公共団体等は､

ピア .サポー トを推進するための研修を実施するなど､がん患者 ･経験者との

協働を進め､ピア ･サポー トをさらに充実するよう努める｡

国立がん研究センターは､相談員に対する研修の充実や情報提供 ･相談支援

等を行うとともに､希少がんや全国の医療機関の状況等についてもより分かり

やすく情報提供を行い､全国の中核的機能を担う｡

PMDAは､関係機関と協力し､副作用の情報収集 ･評価と患者-の情報提

供を行う｡

(個別日模)

患者とその家族のニーズが多様化している中､地方公共団体､学会､医療機

関､患者団体等との連携の下､患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ､がん

の治療や副作用 .合併症に関する情報も含めて必要とする最新の情報を正しく

提供し､きめ細やかに対応することで､患者とその家族にとってより活用しや

すい相談支援体制を早期に実現することを日額とする｡
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3. がん登錬

(現状)

がんの擢患数や罷患率､生存率､治療効果の把握など､がん対策の基礎とな

るデータを得ることにより､エビデンスに基づいたがん対策や質の高いがん医

療を実施するため､また､国民や患者への情報提供を通じてがんに対する理解

を深めるためにもがん登録は必須である｡

地域がん登録は健康増進法 (平成14年法律第103号)第16条に基づき

平成24 (2012)年1月現在､45道府県で実施され､平成24 (201

2)年度中に全都道府県が実施する予定となっている｡また､地域がん登録へ

の積極的な協力と院内がん登録の実施は拠点病院の指定要件であり､拠点病院

で全国の約6割の患者をカバ-していると推定されている｡平成23 (201

1)年5月､国立がん研究センターが拠点病院の嘩内がん登録情報を初めて公

開した｡

地域がん登録の取組は徐々に拡大し､登録数も平成19 (2007)年35

万件から平成22 (2010)年59万件へと順調に増加しているが､医療機

関に届出の義務はなく､職員も不足している等の理由から院内がん登録の整備

が不十分であること､現在の制度の中で､患者の予後情報を得ることは困難又

はその作業が過剰な負担となっていること､地域がん登緑は各都道府県の事業

であるため､データの収集､予後調査の方法､人員､個人情報保護の取扱いな

どの点でばらつきがみられることなどが課題としてあげられる｡ さらに､国の

役割についても不明確であり､こうした理由から､地域がん登録データの精度

が不十分であり､データの活用 (国民への還元)が進んでいないとの指摘があ

る｡

(取り組むべき施策)

法的位置付けの検討も含めて､効率的な予後調査体制を構築し､地域がん登

録の精度を向上させる｡また､地域がん登録を促進するための方策を､既存の

取組の継続も含めて検討する｡

国､地方公共団体､医療機関等は､地域がん登録の意義と内容について周知

を図るとともに､将来的には検診に関するデータや学会による臓器がん登録等

と組み合わせることによって更に詳細にがんに関する現状を分析していくこと

を検討する｡
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国立がん研究センターは､拠点病院等-の研修､データの解析 ･発信､地域 ･

院内がん登録の標準化への取組等を引き続き実施し､各医療機関は院内がん登

録に必要な人材を確保するよう努める｡

(個別目標)

5年以内に､法的位置付けの検討も含め､効率的な予後調査体制の構築や院

内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて､がん登録の精度を向上させ

ることを目標とする｡

また､患者の個人情報の保護を徹底した上で､全てのがん患者を登録し､予

後調査を行うことにより､正確ながんの羅患数や羅患率､生存率､治療効果等

を把握し､国民､患者､医療従事者､行政担当者､研究者等が活用しやすいが

ん登録を実現することを目標とする｡

4.がんの予防

(現状)

がんの原因は､喫煙 (受動喫煙を含む)､食生活､運動等の生活習慣､ウイル

スや細菌への感染など様々なものがあるo特に､喫煙が肺がんをはじめとする

種々のがんの原因となっていることは､科学的根拠をもって示されている｡

たばこ対策については､′｢21世紀における国民健康づくり運動｣や健康増

進法に基づく受動喫煙対策を行ってきたが､平成17 (2905)年に ｢たば

この規制に関する世界保健機関枠組条約｣が発効したことから､日本でも､同

条約の締約国として､たばこ製品-の注意文言の表示強化､広告規制の強化､

禁煙治療の保険適用､公共の場は原則として全面禁煙であるべき旨の通知の発

出等対策を行ってきた｡また､平成22 (2010)年10月には､国民の健

康の観点から､たばこの消費を抑制するという考え方の下､1本あたり3.5

円のたばこ税率の引上げを行った｡

こうした取組により､成人の喫煙率は､､24. 1% (平成19 (2007)

年)から19.5% (平成22 (2010)年)と減少したところであるが､

男性の喫煙率は､32.2% (平成22 (2010)年)と諸外国と比較する

と依然高い水準である｡

また､成人の喫煙者のうち､禁煙を希望している者は､28.9% (平成1

9 (2007)年)から37.6% (平成22 (2010)年)と増加してい

る｡
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受動喫煙の機会を有する者の割合については､行政機関は16.9% (平成

20 (2008)年)､医療機関は13.3% (平成20 (2008)年)とな

っている｡一方､職場の受動喫煙の状況については､｢全面禁煙｣又は ｢喫煙室

を設けそれ以外を禁煙｣のいずれかの措置を講じている事業所の割合が64%､

職場で受動喫煙を受けている労働者が44% (平成23 (2011)年)とさ

れ､職場の受動喫煙に対する取組が遅れている｡また､家庭で日常的に受動喫

煙の機会を有する者の割合は10.7% (平成22 (2010)年)､飲食店で

受動喫煙の機会を有する者の割合は50. 1% (平成22 (2010)年)と

なっている｡

また､ウイルスや細菌-の感染は､男性では喫煙に次いで2番目､女性では

最もがんの原因として寄与が高い因子とされている｡例えば､子宮現がんの発

がんと関連するヒトパピローマウイルス (以下 rHPV｣という｡)､肝がん

と関連する肝炎ウイルス､ATLと関連するヒトT細胞白血病ウイルス1型 (以

下 ｢HTLV-1Jという｡)､胃がんと関連するヘリコバクタ一 ･ピロリな

どがある｡この対策として､子宮頭がん予防 (HPV)ワクチン接種の推進､

肝炎ウイル大検査体制の整備､HTLV-1の感染予防対策等を実施している｡

がんと関連する生活習慣等については､｢21世紀における国民健康づくり

運動｣等で普及 ･啓発等を行ってきたが､多量に飲酒する人の割合や野菜の摂

取量に変化が見られず､果物類を摂取している人の割合が低下しているなど､

普及啓発が不十分な部分があるo

(取り組むべき施策)

たばこ対策については､喫煙率の低下と受動喫煙の防止を達成するための施

策等をより一層充実させるO具体的には､様々な企業 ･団体と連携した喫煙が

与える健康への悪影響に関する意識向上のための普及啓発活動の一層の推進の

他､禁煙希望者に対する禁煙支援を図るとともに､受動喫煙の防止については､

平成22 (2010)年に閣議決定された ｢新成長戦略｣の工程表の中で､｢受

動喫煙のない職場の実現｣が目標として掲げられていることを踏まえ､特に職

場の対策を強化する｡また､家庭における受動喫煙の機会を低下させるに当た

っては､妊産婦の喫煙をなくすことを含め､受動喫煙防止を推進するための普

及啓発活動を進める｡

感染に起因するがんへの対策のうち､HPVについては､子宮現がん予防 (H

pv)ワクチンの普及啓発､ワクチンの安定供給に努めるとともにワクチン接

23



種の方法等のあり方について検討を行う｡また､引き続き子宮環がん検診につ

いても充実を図る｡肝炎ウイルスについては､肝炎ウイルス検査体制の充実や

普及啓発を通じて､肝炎の早期発見 ･早期治療につなげることにより､肝がん

の発症予防に努める｡また､B型肝炎ウイルスワクチンの接種の方法等のあり

方について検討を行う｡ノHTLV-1については､感染予防対策等に引き続き

取り組む｡ヘリコバクタ一 ･ピロリについては､除菌の有用性について内外の

知見をもとに検討する｡

その他の生活習慣等については､r飲酒量の低減｣､｢定期的な運動の継続｣､

｢適切な体重の維持｣､ ｢野菜 ･果物摂取量の増加｣､ ｢食塩摂取量の減少｣

等の日本人に推奨できるがん予防法について､効果的に普及啓発等を行う｡

(個別目棟)

喫煙率については､平成34 (2022)年度までに､禁煙希望者が禁煙す

ることにより成人喫煙率を12%とすることと､未成年者の喫煙をなくすこと

を目標とする｡さらに､受動喫煙については､行政機関及び医療機関は平成3

4 (2022)年度までに受動喫煙の機会を有する者の割合を0%､職場につ

いては､事業者が ｢全面禁煙｣又は ｢喫煙室を設けそれ以外を禁煙｣のいずれ

かの措置を講じることにより､平成32 (2020)年までに､受動喫煙の無

い職場を実現することを目標とする｡また､家庭､飲食店については､喫煙率

の低下を前提に､受動喫煙の機会を有する者の割合を半減することにより､平

成34 (2022)年度までに家庭は3%､飲食店は15%とすることを目標

とする｡

また､感染に起因するがんへの対策を推進することにより､がんを予防する

ことを目標とする｡

さらに､生活習慣改善については､ ｢ハイリスク飲酒者の減少｣､ ｢運動習

慣者の増加｣､ ｢野菜と果物の摂取量の増加J､ ｢塩分摂取量の減少｣等を目

標とする0

5.がんの早期発見

(現状)

がん検診は健康増進法に基づく市町村 (特別区を含む｡以下同じO)の事業

として行われている｡

国は､平成23 (2011)年度までにがん検診受診率を50%以上にする

ことを目標に掲げ､がん検診無料クーポンと検診手帳の配布や､企業との連携
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促進､受診率向上のキャンペーン等の取組を行ってきた｡また､がん検診の有

効性や精度管理についても検討会を開催する等､科学的根拠に基づくがん検診

を推進してきた｡さらに､地方公共団体でも､普及啓発活動や現場の工夫によ

り受診率向上のための取組を実施してきた｡

しかしながら､がん検診の受診率は､子宮現がん･乳がん検診で近年上昇し､

年代によっては40%を超えているが､依然として諸外国に比べて低く､20%

から30%程度である｡この理由としてがん検診へのアクセスが悪い､普及啓

発が不十分であること等が指摘され､また､厚生労働省研究班によると対象者

全員に受診勧奨をしている市町村は約半数に留まっている｡

また､科学的根拠に基づくがん検診の実施についても十分でなく､国の指針

以外のがん種の検診を実施している市町村と国の指針以外の検診項目を実施し

ている市町村の数はそれぞれ 1000を超えている｡また､精度管理を適切に

実施している市町村数は徐々に増加しているが､依然として少ない｡

さらに､現状､がん検診を受けた者の40%から50%程度が聴域で受けて

いるほか､個人でがん検診を受ける者もいる.しかしながら､織域等のがん検

診の受診率や精度管理については定耕的に把握する仕組みがないことも課題と

なっている｡

(取り組むべき施策)

市町村によるがん検診に加えて､職域のがん検診や､個人で受診するがん検

診､さらに､がん種によっては医療や定期健診の中でがん検診の検査項目が実

施されていることについて､その実態のより正確な分析を行う｡

がん検診の項目について､国内外の知見を収集し､科学的根拠のあるがん検

診の方法等について検討を行う｡都道府県は市町村が科学的根拠に基づくがん

検診を実施するよう､引き続き助言を行い､市町村はこれを実施するよう努め

る｡さらに､職域のがん検診についても科学的根拠のあるがん検診の実施を促

すよう普及啓発を行う｡

都道府県は､生活習慣病検診等管理指導協議会の一層の活用を図る等により､

がん検診の実施方法や精度管理の向上に向けた取組を検討する｡

精度管理の一環として､検診実施機関では､受診者へ分かりやすくがん検診
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を説明するなど､受診者の不安を軽減するよう努める｡

受診率向上施策については､これまでの施策の効果を検証した上で､検診受

診の手続きの簡便化､効果的な受診勧奨方法の開発､職域のがん検診との連携

など､より効率的1効果的な施策を検討する｡

がん検診の意義､がんの死亡率を下げるため政策として行う対策型検診と人

間 ドックなどの任意型検診との違いや､がん検診で必ずがんを見つけられるわ

けではないことやがんがなくてもがん検診の結果が ｢陽性｣となる場合もある

などがん検診の欠点についても理解を得られるよう普及啓発活動を進める｡

(個BIJ日横)

5年以内に､全ての市町村が､精度管理 ･事業評価を実施するとともに､科

学的根拠に基づくがん検診を実施することを目標とする｡

がん検診の受診率については､5年以内に50% (胃､肺､大腸は当面40%)

を達成することを目標とする｡目標値については､中間評価を踏まえ必要な見

直しを行う｡また､健康増進法に基づくがん検診では､年齢制限の上限を設け

ず､ある一定年齢以上の者を対象としているが､受診率の算定に当たっては､

海外諸国との比較等も踏まえ､40歳から69歳 (子宮顎がんは20歳から6

9歳)までを対象とする｡

がん検診の項目や方法については､国内外の知見を収集して検討し､科学的

根拠のあるがん検診の実施を目標とする｡

6.がん研究

(現状)

日本のがん研究は､平成16 (2004)年度に策定された ｢第3次対がん

10か年給合戦略｣を基軸として､戦略的に推進されるとともに､これまでの

基本計画で掲げられた､難治性がんの克服や患者のQOL向上に資する研究な

ど臨床的に重要性の高い研究や､がん医療の均てん化など政策的に必要性の高

い研究に重点的に取り組んできている｡

また､国内のがん研究に対する公的支援は､厚生労働省､文部科学省､経済

産業省など複数の関係省庁により実施され､内閣府の総合科学技術会議と内閣

官房医療イノベーション推進室によって各省庁によるがん研究事業の企画立案

から実施状況までの評価や予算の重点化が行われ､省庁間の一定の連携が図ら

れるとともに､がん研究の推進体制や実施基盤に多様性をもたらしている｡
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しかし､依然として､多くのがん種でその本態には未だ解明されていない部

分も多く､がんの予防や根治､治療に伴う副作用の軽減等を目指した基礎研究

をさらに推進する必要がある｡また､近年は､国際的に進められているがんワ

クチン開発等の免疫療法をはじめ､日本発のがん治療薬や医療機器の開発の遅

れが指摘され､特に難治性がんや小児がんを含めた希少がんについては､創薬

や機器開発をはじめとして､有効な診断 ･治療法を早期に開発し､実用化する

ことが求められている｡

また､基礎研究､臨床研究､公衆衛生研究等､全ての研究分野でその特性に

適した研究期間の設定や研究費の適正配分が行われてなく､研究に関わる専門

の人材育成等を含めた継続的な支援体制が十分に整備されていないことが､質

の高い研究の推進の障害となっている｡

さらに､各省庁による領域毎のがん研究の企画 ･設定と省庁間連携､国内の

がん研究の実施状況の全貌の把握と更なる戦略的 ･一体的な推進が求められて

いる｡

この他､全てのがん研究に関して､その明確な目標や方向性が患者や国民に

対して適切に伝えられてなく､その進捗状況を的確に把握し評価するため体制

も不十分である｡

(取り組むべき施策)

ドラッグ .ラグとデバイス ･ラグの解消の加速に向け､より質の高い臨床試

験の実施を目指し､がんの塩床試験を統合･調整する体制や枠組みを整備する｡

また､日本発の革新的な医薬品 t医療機券を創出するため､がん免疫療法の

がんワクチンや抗体薬の有用性を踏まえた劇薬研究をはじめ､国際水準に準拠

した上で､first-in-hunan試験 (医薬品や医療機器を初めてヒトに使用する試

験をいう｡)､未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験を実施するための基盤

整備と研究施設内の薬事支援部門の強化を推進する｡

より効率的な適応拡大試験などの推進のため､平成24 (2012)年度よ

り臨床試験グループの基盤整備に対する支援を図る｡

固形がんに対する革新的外科治療.･放射線治療の実現､新たな医療機器導入
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と効果的な集学的治療法開発のため､中心となって臨床試験に取り組む施設を

整備し､集学的治療の臨床試験に対する支援を強化する｡

がんの特性の理解とそれに基づく一革新的がん診断･治療法の創出に向け､先端

的生命科学をはじめとする優良な医療シーズ (研究開発に関する新たな発想や

技術などをいう｡)を生み出すがんの基覆研究への支援を一層強化するとともに､

その基礎研究で得られた成果を臨床試験等へつなげるための橋渡し研究などへ

の支援の拡充を図る｡

限られた研究資源を有効に活用するため､公的なバイオバンクの構築や解析

研究拠点等の研究基盤の整備と情報の共有を促進することにより､日本人のが

んゲノム解析を推進する｡

国内の優れた最先端技術を応用した次世代の革新的医療機器開発を促進する｡

また､実際に一定数のがん患者に対して高度標準化治療を実施している施設に

医療機器開発プラットフォームを構築し､それを活用した効率的な臨床試験の

推進に対して継続的に支援する｡

がんの予防方法の確立に向けて､大規模な公衆衛生研究や予防研究が効率的

に実施される休制を整備し､放射線 ･化学物質等の健康影響､予防介入効果､

検診有効性等の評価のための大規模疫学研究を戦略的に推進するとともに､公

衆衛生研究の更なる推進のため､個人情報保護とのバランスを保ちつつ､がん

に関する情報や行政資料を利用するための枠組みを整備する｡

社会でのがん研究推進全般に関する課題を解決するため､研究成果に対する

透明性の高い評価制度を確立 .維持するとともに､がん研究全般の実施状況と

その成果を国民に積極的に公開することにより､がん研究に対する国民やがん

患者の理解の深化を図り､がん患者が主体的に臨床研究に参画しやすい環境を

整備するo

がん登録の更なる充実を通じて､がん政策科学へのエビデンスの提供を推進

するとともに､ 予防 ･検診 ･診断ガイドラインの作成や､がん予防の実践､が

ん検診の精度管理､がん医療の質評価､患者の経済的負担や就労等に関する政

策研究に対して効果的な研究費配分を行う｡

若手研究者 (リサーチ ･レジデント等)や研究専門職の人材をはじめとする
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がん研究に関する人材の戦略的育成や､被験者保護に配慮しっ.つ倫理指針の改

定を行うとともに､研究と倫理審査等の円滑な運用に向けた取組を行う｡

(個別目標)

国は､｢第3次対がん10か年給合戦略｣が平成25 (2013)年度に終了

することから､2年以内に､国内外のがん研究の推進状況を僻轍し､がん研究

の課題を克服し､企画立案の段階から基礎研究､臨床研究､公衆衛生学的研究､

政策研究等のがん研究分野に対して関係省庁が連携して戦略的かつ一体的に推

進するため､今後のあるべき方向性と具体的な研究事項等を明示する新たな総

合的ながん研究戦略を策定することを目標とする｡

また､新たながん診断 ･治療法やがん予防方法など､がん患者の視点に立っ

て実用化を目指した研究を効率的に推進するため､がん患者の参画などを図り､

関係省庁の連携や研究者間の連携を促進する機能を持った体制を整備し､有効

で安全ながん医療をがん患者を含めた国民に速やかに提供することを目標とす

る｡

7.小児がん

(現状)

｢がん｣は小児の病死原因の第 1位である｡小児がんは､成人のがんと異な

り生活習慣と関係なく､乳幼児から思春期､若年成人まで幅広い年齢に発症し､

希少で多種多様ながん種からなる｡

一方､小児がんの年間患者の数は2000人から2500人と少ないが､小

児がんを扱う施設は約200程度と推定され､医療機関によっては少ない経験

の中で医療が行われている可能性があり､小児がん患者が必ずしも適切な医療

を受けられていないことが懸念されている｡

また､強力な治療による合併症に加え､成長発達期の治療により､治癒した

後も発育 ･発達障害､内分泌障害､臓器障害､性腺障害､高次脳機能障害､二

次がんなどの問題があり､診断後､長期にわたって日常生活や就学 ･就労に支

障を来すこともあるため､患者の教育や自立と患者を支える家族に向けた長期

的な支援や配慮が必要である｡

さらに､現状を示すデータも限られ､治療や医療機関に関する情報が少なく､

心理社会的な問題への対応を含めた相談支援体制や､セカンドオピニオンの体

制も不十分である｡
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(取り組むべき施策)

小児がん拠点病院 (仮称)を指定し､専門家による集学的医療の提供 (緩和

ケアを含む)､患者とその家族に対する心理社会的な支援､適切な療育 ･教育環

境の提供､小児がんに携わる医師等に対する研修の実施､セカンドオピニオン

の体制整備､患者とその家族､医療従事者に対する相談支援等の体制を整備す

る｡

小児がん拠点病院を整備したのち､小児がん拠点病院は､地域性も踏まえて､

患者が速やかに適切な治療が受けられるよう､地域の医療機関等との役割分担

と連携を進める｡また､患者が､発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留

まり､他の子どもたちと同じ生活 ･教育環境の中で医療や支援を受けられるよ

うな環境を整備する｡

小児がん経験者が安心して暮らせるよう､地域の中で患者とその家族の不安

や治療による合併症､二次がんなどに対応できる長期フォローアップの体制と

ともに､小児がん経験者の自立に向けた心理社会的な支援についても検討する｡

小児がんに関する情報の集約 ･発信､診療実績などのデータベースの構築､

コールセンター等による相談支援､全国の小児がん関連施設に対する診療､連

携､臨床試験の支援等の棟能を担う中核的な機関のあり方について検討し整備

を開始するO

(個別目棟)

小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環

境の整備を目指し､5年以内に､小児がん拠点病虎を整億 し､小児がんの中核

的な機関の整備を開始することを目標とする｡

8.がんの教育 ･普及啓発

(現状)

健康については子どもの頃から教育することが重要であり､学校でも健康の

保持増進と疾病の予防といった観点から､がんの予防も含めた健康教育に取り

組んでいる｡しかし､がんそのものやがん患者に対する理解を深める教育は不

十分であると指摘されている｡

また､患者を含めた国民に対するがんの普及啓発は､例えば ｢がん検診50%
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集中キャンペーン｣の開催､国立がん研究センターや拠点病院等の医療機関を

中心とした情報提供や相談支援､民間を中心としたキャンペーン､患者支援､

がん検診の普及啓発や市民公開講座など様々な形で行われている｡しかし､い

まだがん検診の受診率は20%から30%程度であるなどがんに対する正しい

理解が必ずしも進んでいない｡

さらに､職域でのがんの普及啓発､がん患者への理解､がんの薬が開発され

るまでの過程や治験に対する理解､様々な情報端末を通じて発信される情報に

よる混乱等新たなニーズや問題も明らかになりつつある｡

(取り組むべき施策)

健康教育全体の中で ｢がん｣教育をどのようにするべきか検討する｡

地域性を踏まえて､がん患者とその家族､がんの経験者､がん医療の専門家､

教育委員会をはじめとする教育関係者､国､地方公共団体等が協力して､対象

者ごとに指導内容 ･方法を工夫した ｢がん｣教育の試行的取組や副読本の作成

を進めていくとともに､国は民間団体等によって実施されている教育活動を支

援する｡

国民-の普及啓発について､国や地方公共団体は引き続き､検診や緩和ケア

などの普及啓発活動を進めるとともに､民間団体によって実施されている普及

啓発活動を支援する｡

患者とその家族に対しても､国や地方公共団体は引き続き､拠点病院等医療

機関の相談支援 ･情報提供機能を強化するとともに､民間団体によって実施さ

れている相談支援 ･情報提供活動を支援する｡

(個別目標)

子どもに対しては､健康と命の大切さについて学び､自らの健康を適切に管

理し､がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよう教育

することを目指し､5年以内に､学校での教育のあり方を含め､健康教育全体

の中で ｢がん｣教育をどのようにするべきか検討し､検討結果に基づく教育活

動の実施を目標とする｡

国民に対しては､がん予防や早期発見につながる行動変容を促し､自分や身

近な人ががんに羅患してもそれを正しく理解し､向かい合うため､がんの普及

啓発活動をさらに進めることを目標とする｡
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患者に対しては､がんを正しく理解し向き合うため､患者が自分の病状､治

療等を学ぶことのできる環境を整備する｡患者の家族についても､患者の病状

を正しく理解し､患者の心の変化､患者を支える方法などに加え､患者の家族

自身も心身のケアが必要であることを学ぶことのできる環境を整備することを

目標とする｡

9.がん患者の就労を含めた社会的な問題

(現状)

毎年20歳から64歳までの約22万人ががんに罷患し､約7万人ががんで

死亡している一方､がん医療の進歩とともに､日本の全がんの5年相対生存率

は57%であり､がん患者 ･経験者の中にも長期生存し､社会で活躍している

者も多い｡

一方､がん患者 .経験者とその家族の中には就労を含めた社会的な問題に直

面している者も多い｡例えば､厚生労働省研究班によると､がんに擢患した勤

労者の30%が依願退職-し､ 4%が解雇されたと報告されている｡こうしたこ

とから､就労可能ながん患者 ･経験者さえも､復職､継続就労､新規就労する

ことが困難な場合があると想定される｡

また､拠点病院の相談支援センターでも､就労､経済面､家族のサポー トに

関することなど､医療のみならず社会的な問題に関する相談も多い｡しかしな

がら､必ずしも相談員が就労に関する知識や情報を十分に持ち合わせていると

は限らず､適切な相談支援や情報提供が行われていないことが懸念される｡

(取り組むべき施策)

がん以外の患者へも配慮しつつ､がん患者 ,経験者の就労に関するニーズや

課題を明らかにした上で､職場でのがんの正しい知識の普及､事業者 .がん患

者やその家族 .経験者に対する情報提供 .相談支援体制のあり方等を検討し､

検討結果に基づいた取組を実施する｡

働くことが可能かつ働く意欲のあるがん患者が働けるよう､医療従事者､産

業医､事業者等との情報共有や連携の下､プライバシー保護にも配慮しつつ､

治療と職業生活の両立を支援するための仕組みについて検討し､検討結果に基

づき試行的取組を実施する｡

がん患者も含めた患者の長期的な経済負担の軽減策については､引き続き検
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討を進める｡

医療機関は､医療従事者にとって過度な業務負担とならないよう健康確保を

図った上で､患者が働きながら治療を受けられるように配慮するよう努めるこ

とが望ましい｡

事業者は､がん患者が働きながら治療や療養できる環境の整備､さらに家族

ががんになった場合でも働き続けられるような配慮に努めることが望ましい｡

また､職場や採用選考時にがん患者 .経験者が差別を受けることのないよう十

分に留意する必要がある｡

(個別目標)

がん患者 ･経験者の就労に関するニーズや課題を3年以内に明らかにした上

で､国､地方公共団体､関係者等が協力して､がんやがん患者 ･経験者に対す

る理解を進め､がん患者 ･経験者とその家族等の仕事と治療の両立を支援する

ことを通じて､抱えている不安の軽減を図り､がんになっても安心して働き暮

らせる社会の構築を目標とするo

l第5 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項l

1. 関係者等の連携協力の更なる強化

がん対策の推進に当たっては､国､地方公共団体と関係者等が､適切な役割

分担の下､相互の連携を図りつつ一体となって努力していくことが重要である｡

2. 都道府県による都道府県計画の策定

都道府県では､基本計画を基本として､平成25 (2013)年度からの新

たな医療計画等との調和を図り､がん患者に対するがん医療の提供の状況等を

踏まえ､地域の特性に応じた自主的かつ主体的な施策も盛り込みつつ､なるべ

く早期に ｢都道府県がん対策推進計画｣(以下 ｢都道府県計画｣という｡)の見

直しを行うことが望ましい｡

なお､見直しの際には､都道府県のがん対策推進協議会等へのがん患者等の

参画をはじめとして､関係者等の意見の把握に努め､がん対策の課題を抽出し､

その解決に向けた目標の設定及び施策の明示､進捗状況の評価等を実施し､必

要があるときは､都道府県計画を変更するように努める｡また､国は､都道府
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県のがん対策の状況を定期的に把握し､都道府県間の情報共有等の促進を行う｡

都道府県計画の作成に当たって､国は､都道府県計画の件成の手法等の重要

な技術的事項を助言し､都道府県はこれを踏まえて作成するよう努める｡

3. 関係者等の意見の把握

がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくため､国と地方公共団

体は､関係者等の意見の把握に努め､がん対策に反映させていくことが極めて

重要である｡

4. がん患者を含めた国民等の努力

がん対策は､がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが､

がん患者を含めた国民は､その恩恵を受けるだけでなく､主体的かつ積極的に

活動する必要がある｡また､企業等には､国民のがん予防行動を推進するため

の積極的な支援 ･協力が望まれる｡

なお､がん患者を含めた国民には､基本法第6条のとおり､がんに関する正

しい知識を持ち､がんの予防に必要な注意を払い､必要に応じがん検診を受け

るよう努めることの他､少なくとも以下の努力が望まれる｡

● がん医療はがん患者やその家族と医療従事者とのより良い人間関係を

基盤として成り立っていることを踏まえ､医療従事者のみならず､がん患

者やその家族も医療従事者との信頼関係を構築することができるよう努

めること｡

● がん患者が適切な医療を受けるためには､セカンドオピニオンに関する

情報の提示等を含むがんに関する十分な説明､相談支援と情報提供等が重

要であるが､がん患者やその家族も病態や治療内容等について理解するよ

う努めること0

4 がん患者を含めた国民の視点に立ちたがん対策を実現するため､がん患

者を含めた国民や患者団体も､国､地方公共団体､関係者等と協力し､都

道府県のがん対策推進協議会等のがん対策を議論し決定する過程に参加

し､がん医療やがん患者とその家族に対する支援を向上させるという自覚

を持って活動するよう努めること｡
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● 治験を含む臨床試験を円滑に実行するためには､がん患者の協力が不可

欠であり､理解を得るための普及啓発は重要であるが､がん患者を含めた

国民も､がんに関する治験と臨床試験の意義を理解するよう努めること0

5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化 ･重点化

基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し､全体目標を達成するため

には､がん対策を推進する体制を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講

じるなど､各取組の着実な実施に向け必要な財政措置を行っていくことが重要

である｡

一方で､近年の厳しい財政事情の下では､限られた予算を最大限有効に活用

することにより､がん対策による成果を収めていくという視点が必要となる｡

このため､より効率的に予算の活用を図る観点から､選択と集中の強化､各

施策の重複排除と関係府省間の連携強化を図るとともに､官民の役割と費用負

担の分担を図る｡

6. 日棟の達成状況の把握とがん対策を評価する指棟の策定

基本計画に定める目標については､適時､その達成状況について調査を行い､

その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表する｡また､が

ん対策の評価に資する､医療やサービスの質も含めた分かりやすい指標の策定

について必要な検討を行い､施策の進捗管理と必要な見直しを行う｡

なお､国は基本計画に基づくがん対策の進捗状況について3年を目途に中間

評価を行う｡この際､個々の取り組むべき施策が個別目標の達成に向けてどれ

だけの効果をもたらしているか､また､施策全体として効果を発揮しているか

という観点から評価を行い､その評価結果を踏まえ､課題を抽出し､必要に応

じて施策に反映する｡また､協議会は､がん対策の進捗状況を適宜把握し､施

策の推進に資するよう必要な提言を行うとともに､必要に応じて専門委員会等

の積極的な活用を行うこととする｡
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7. 基本計画の見直し

基本法第9条第7項では､｢政府は､がん医療に関する状況の変化を勘案し､

及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ､少なくとも5年ごとに､基本計画

に検討を加え､必要があると認めるときには､これを変更しなければならない｣

と定められている｡計画期間が終了する前であっても､がんに関する状況の変

化､がん対策の進捗状況と評価を踏まえ､必要があるときは､これを変更する｡
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匝垂画

～今後の小児がん対′策のあり方について～

(小児がん専門委員会報告書)

平成 23年8月10日

がん対策推進協議会

小児がん専門委員会



王 ~唾 ~.I

_1 垂号ん対策推進基本計画による取組

(1)がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施

がんは､我が国において昭和56年から死因の第一位となっていることから､r国

民病｣と位置づけられており､がん対策基本法第2条第3号においても ｢がん患者の

意向を尊重したがん医療の提供体制の整備｣と規定されており､国民目線でのがん対

策が棄施されている｡一方､子どもは国民の宝として大切に育てられるべきであるに

も関わらず､がんは小児において病死原因の第一位を占めており､がん対策推進基本

計画には､小児がん対策はほとんど盛り込まれていない｡その結果､小児がん対策が

著しく遅れている｡

これまでの基本計画がおもに成人の5大がんを中心としたものであったこと､小児

がんの多くが小児病院で診療されていること､患者が子どもであり国への声が届きに

くいことなどが､小児がん患者が本基本計画の恩恵にあずかれなかった理由と考えら

れる｡小児がんは成人がんとはまったく異なる疾患群で､小児白血病のほか多くの種

類の胎児性腰痛や肉腫により構成される｡これらの疾患は発生頻度が低く､様々な部

位から発生するうえ､小児から思春期､若年成人にまで発症するため､一口に小児が

んといっても､多種多様ながん種と幅広い年齢層を念頭に置いた対策が必要である｡

思春期がんを含む小兜がん (以下､小児がん)は成人がんと比べ､化学療法や放射

線治療への反応性が良好であり､適切な治療の実施により多くのがん種で高い治癒率

が得られる反面､たとえ治癒しても強力な治療による合併症に加え､成長発達期の治

療によるその後の合併症 (両者を合わせて晩期合併症と呼ぶ)が､治癒した後も問題

となるなど､日常生活における様々な心理社会的問題に波及することから､成人がん

とは異なった取り組みが必要である｡また､現在､大震災での子どもの放射線被ばく

によるがんの発生についての取り組みも求められている｡

(2)小児がんに対して重点的に取り組むべき課題を定めた総合的ながん対策の実施

がん対策推進基本計画はへ ｢がんによる死亡率の減少｣及び ｢すべての患者お

よびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活05質的申上lを全休目標としておL)､rが
ん医療｣については.がん診療連携拠点病院整備を中心にがんの治療の均てん化が行

われてきている｡しかし､小児がんは化学療法や放射線治療への感受性も高く､正し

い診断のもとに経験豊宰な施設で的確な治療を迅速に行うことがより求められるに

も関わらず､発症数が少ないうえに症例が分散しており､必ずしも正確な診断や適切

な初期治療がなされていない｡また､小児がん全般に対応可能な複数の領域の専門家
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が揃い､小三引こ適した治療設備を備えた施設は極めて少ない｡小児がんは多様な疾患

の集まりであるが化学療法や放射線治療の進歩により全体の7割で治癒が可能とな

り､今や小児がん経験者 (小児がんの原疾患が治癒した者)は20歳代の約1.00

0人に1人に達していると推定され､今後さらに増加する見込みである｡しかし､小

児がん経験者にとっては､晩期合併症 (発育 ･発達障害､内分泌障害､臓器障害､妊

李性障害､高次脳磯能障害､二次がんなど)が大きな問題であるにもかかわらず､そ

の実態と対策はいまだ明らかではなく､長期フォローアップ休制の確立など成人がん

と異なった●医療体制と社会支援が強く求められている｡

2 __小児がんをめぐる現状
○小児がん医療の問題点

がん医療において質の高い医療を提供するためには.医療者の経験値を高めること

が必須であるが､小児がんは発症数が少ないため､専門施設に患者を集約し､人材と

医療技術を集中させて診療の質を高めることが重要であるBすなわち.集約化が必要

である｡現状では2000-2500人の患者が約200施設で診療されている｡

抗がん剤については､市場規模が小さいことから企業治験は皆無に近く､小児がん

に適応のある薬剤は極めて限られており､成人がん領域と大きな格差がある｡また､

適応外薬剤の使用についても施設格差がある｡小児腫癌に精通した放射線治療医や病

理医も極めて少なく､これらへの対応もたち遅れている｡成人領域ではこの数年間で

大きく前進した緩和ケアについては､小児領域では終末期ケアも含めてほと一んど対策

はなされていないという状況である｡

(1)小児がん患者と患者家族の視点に立ったがん対策の実施

小児がんの治療は撃力な化学療法が行われるため､患者及び家族は半年から1年間

の入院を余儀なくされる.しかし､治療中の子どもの権利の保証や家族支援が不十分

な状況であり､療養環境や教育体制も不備である｡また､家族､きょうだいの犠牲も

大きく､遠方への通院や付き添いなどの負担により両親が仕事を失うなど､経済的な

負迫にも悩まされている｡

このような状況の中で患者家族は､小児が.んに関する様々な情掛 こ期待し､適
切な治療を求めているが､正確な情報は極めて乏しいうえに様々な情報が交錯してい

て正しい情報が得ることが国難である｡また､相談する場やセカンドオピニオンへの

対応も不足しており､こうした現状を改善していくことが求められている｡

(2)治療後の小児がん経験者の視点に立った小党がん対策の実施

現在､小児がんの7割が治癒する時代となり､小児がんを克服した小児がん経験者
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が次第に増えている現状で､小児がん経験者の晩期合併症 く発育暮発達障害､内分泌

障害､臓器障害､妊畢性障害､高次脳機能障害､二次がんなど)や､それによる心理

社会的問題の実態が十分に把握されていない｡また､小児がん患者を長期にわたり支

援する長期フォローアップガイドラインやその診療体制も確立しておらず､多くは初

期治療を行った小児科医が継続して行っているのが現状である｡各分野の専門家がか

かわる医療体制や､成人後の患者に対しての成人科との連携など多くの課題がある｡

治療後は成人として社会参加が望まれるが､治療後の就学先､就職先の無理解､相

談支援先の不足､民間保険への加入制限､成人後自立できず収入がない申.晩期合併

症に必要な医療費支援がないなど心理社会的問題に対する相談支援が不足し､小児が

ん患者の自己実現を阻んでいるO

(3)思春期がん ･若年成人がん患者の視点に立ったがん対策の実施

ここでいう思春期･若年成人がんとは､思春期･若年成人に卑られるいわゆる小児

がんと呼ばれるがん種のことで､成人には稀な骨歎部肉腫が多いが､肉腫の経験に乏

しい成人がん施設で治療されることが多く､しかも症例が分散しており対策が極めて

遅れている状況にある｡疾患としては小児領域に多いため､経験豊富な小児がん診療

施設あるいは疾患特異的な専門施設で診療されることが望ましいが､年齢的には小児

と成人領域のはざまになるため,適切な治療機会を失することも多い｡晩期合併症や

治療後の様々な心理社会的問題は小児がんと同様であり､相談支援体制の樺築が求め

られているD

早__今後の小児がん対策への展開

｢がん対策推進基本計画｣は､がん対策推進基本法第9条第1項に基づき､長

期的視点に立ちつつ､平成 19年から5年の間にがん対策の総合的な推進を図るために

定められたが､これまで述べてきたように小児がんに対する対策は立ち遅れている｡今

後の5年間においては､次期基本計画に基づき､小児がん診療体制と長期フォロ‥アッ

プ体制の確立などの小児がんに対する琴合的な対策として以下の対応を行い､｢小児が

んを国民が理解し､小児がん患者.家族の命と将来を守る社会｣を実現することをめざ

す｡

(1)小児がん患者-の専門医癌の提供体制と長期フォローアップ体制を整備した専門施設

(地域の中核となる小児がん拠点病院と中央の小児がんセンター)を設け､患者を集約

化して最新かつ最適な治療を提供すると共に､地域の医療機関との情報共有と連携に基

いた治療後のフォローアップを行う｡
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(2)国民に理解しやすくかつ信頼性の高い小児がん･思春期がんの情報､とくに診療ガイ

ドラインや専門医･専門施設の診療実績や相談支援先などの情報を一元的に発信するシ

ステムを構築するD

(3)地域の医療機関と国･地方公共団体との連携ネットワークのもとで､患者 ･家族を含

めた国民､医療従事者､医療保険者.患者団体､マスメディア等が一体となって､小児

がん患者.家族が診断時から切れ目のない安心.納得した治療と支援を受けられるよう

にする｡
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軒 ~~東 リ組むべき課噛

対策が遅れている小児がん対策を総合的に推進していくにはノ小児がん拠点病院(仮称､

以下略)の整備及び地域ネットワークによる患者の集約化と小児がん患者に対する切れ目

のないフォローアップ体制の確立と患者.家族支援を行うことが必要不可欠である｡また､

情報の一元的配信などの患者支援､診療施設に対する診療支援さらに新規治療開発なども

含む小児がんに対する種々の総合的な施策を行う小児がんセンター (仮称､以下略)の設

置が必要である｡

1____｣､児がん診療体制のあり方について

思春期 ･若年成人がんを含む小児がん (以下､小児がん)に対し迅速で正確な診断と

適切な治療を提供し小児がん対策を総合的に推進するうえで必要な医療基盤を整備し､

全ての小児がんに対応できる複数の領域の専門家による診療体制を構築した施設を定

めて､患者を集約していく必要がある｡

(1)小児がん拠点病院 (仮称)の整備 ′

(現状及び課題)

現在､日本では200を超える施設で小児がん診療が行われているが､数年甲に新
規症例が1例程度の施設も存在しており､集約化がなされず､必ずしも適切な治療が

なされていない｡

(取り組むべき施策)

小児がん患者と医療者の集約化に基づく医療の質の改善のために､小児がんの領域

別の複数の専門家の配置､医療設備､療養環境や患者支援のための機能整備などの必

要要件を定めた小児がん拠点病院を整備する｡小児がん拠点病院は.小児がん患者の

診断､化学療法､外科療法/放射線治療などの専門家による集学的医療の提供ととも

に､小児専門の緩和ケアチーム､十分な看護体制､小児がん患者とその家族を支援す

る職種 (療養生活を送る子どもに､遊びなどを通じて心理社会的支援を行う職種､社

会福祉士など)を配置してこれらが職種横断的に連携するためのキャンサーボードを

設置し､さらに患者 ･家族の相談体制を整備しなければならない｡施設面では､院内

･ 学級､プレイ)レーム､さらに家琴の宿泊施設などを整えることとする｡このような小

児がん拠点病院を整備して､患者の集約化を図る｡小児がん拠点病院では､ガイドラ

イン治療のほか､新たな標準治療の確立と新規治療法の開発のための臨床試験を積極

的に行うとともに､連携した医療機関での診療内容を把握して指導する｡早期診断と
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的確な診療のために (2)で示す地域連投ネットワークについて具体的な方策を段階

的に立てて実現するとともに､放射線被ばくによるものを含めた小児がんの検診体制

の構築も必要であるD

(2)医療梯関等の地域連携のあり方

(現状及び課題)

発症から小児がんを疑うまでに時間を要することがあり､適切な医療扱関や専

門施設が明らかでないことから､患者が早期に正しい診断と適切な治療を受けること

が難しい状況にある｡このために､小児がん拠点病院を中心とした有機的な地域連携

ネットワークを段階的に確立し､小児がん診療にあたるべきである｡

(取り組むべき施策)

小児がん拠点病院は､包括する地域における小児の初期診療を担う医師へ小児がん

の啓発と教育を充実させる手段を講じると同時に､小児がんの初期症状や発症年齢な

どのデータを公開し､がんを疑った場合の拠点病院との連携体制を具体的に構築する｡

小児がんが疑われる患者と診断した医療機関は小児がん拠点病院に速やかに連絡し

て診断を依板するなどのコンサルテーションを受け､地域連携ネットワークの中で適

切な診断と治療が提供できる体制を整備する｡地域の連携病院で治療を行う場合は､

小児がん拠点病院で行われるキャンサーボードへの参加などを通じて診療情報を共

有することが必要である.原疾患の治療が終了した後も､フォロ-アップに関する地

域連携ネットワークによる支援を切れ目なく提供する必要があることから､患者･家

族各々にフォローアップガイドラインを提示し､フォローアップ手帳なども用いて､

適切な医療機関および適切な診療科で連携しながら確実なフォローアップが可能な

体制を整備していく｡小児がん拠点病院の種々の機能については､適切な委員会など

を設置し､関係者､患者 ･家族からの意見を取り入れ助言する｡

(3)小児がんセンター (仮称)の整備

(現状及び課題)

小児がんの理解が一般社会のみならず医療関係者にも不十分であり､患者に理解し

せすくかつ信兼創生の高い情報が乏しいうえに様々な情報が流れていることから､正確

な情報が得られにくい｡小児がんについての正しい知識､小児がん診療施設の診療体

制や診療実績､各種ガイドライン､新規治療法､副作用などの治療関連､さらに長期

フォローアップ体制､晩期合併症対策や生活支援などの治療終了後に関する情報など

が不足している｡また､がん登録が不十分であり疫学研究が行われていないため､小

児がんの原因､誘因が不明であるばかりか.わが国における小児がんの発生数や死亡

数も明らかではない｡一方､小児がん診療については専門的な病理医や放射線診断医
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が不足しており､各医療梯関独白で適切な診断が困難となっている｡また､各医療機

関での診療の質の担保がなされていない状況である｡新規治療法開発なども含めた総

合的な小児がん対策を中心となって推進する機関もない｡

(取り組むべき施策)

総合的小児がん対策を中心となって推進するための小児がんセンターを設置し､前

項で述べた小児がん拠点病院の診療体制や診療実績､各種ガイドライン､新規治療法､

′副作用などの治療関連､さらに長期フォローアップ体制､晩期合併症対策や生活支援

などの治療終了後に関する相談支援情報を一元的に発信するシステムを構築する｡そ

のために､各小児がん拠点病院が地域の連携施設とのネットワークの中で得られた診

療実績についての情報を小児がんセンターに継続的に集積する｡小児がん診療の質を

担保するため､小児がんセンターで病理･画像診断などの中央診断･コンサルテ-シ

ョンシステムを構築すると同時E=､小坂がん拠点病院の診療内容をモニターし､必要

に応じて適切な助言をする｡また､小児がん登録や疫学研究を中心となって推進する

とともに､検体バンクなどによる研究支援も行う｡そのほか､新規治療開発や総合的

な小児がん対策に必要な施策を提言し､推進するなどの総合的な機能を有するものと

する｡小児がんセンターの種々の機能については､適切な委員会などを設置し､関係

者､患者 ･家族からの意見を取り入れ助言する｡

2 小児がん患者及び家族に対する支援について

(1)小児がん患者 ･家族-の相談支援

(現状及び課題)

小児がん患者･家族においては､病気や治療だけでなく.病気に伴い発生する心理

社会的問溝や､それに対する活用可能な社会資源などについて､十分な説明や相談支

援体制がほとんどない｡また､治療終了後の小児がん患者の転居や進学などによって､

フォローが途切れることにより十分な相談支援の実行がさらに難しい現状となる｡診

断時からの継続的な情報提供ならびに心理社会的支援が必要である｡

(取り組むべき施策)

小児がんセンターからの情報公開は､一元的かつ標準化された系統的､網羅的な情

報 (診療ガイドライン､フォローアップガイドライン､副作用情報;医療支援情報.

経済支援情報など)がインターネットなどを介して配信される体制が必要である｡ま

た､24時間対応可能な患者相談のためのコールセンターを小児がんセンターに設置

する｡
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小児がん拠点病院には､小児がんに精通した社会福祉士を配置した相談支援センタ

ーを設置すべきで､相談支援とともにセカンドオピニオン体制の整備を行う｡

(2)治療中の小児がん患者への支援

(現状及び課題)

小児がん患者は長期入院を妻することが多く､そのために家族の二重生活を余儀な

くされたり､患者の治療中の勉学 .進学等の教育問題など様々な問題を抱えているo

特に､小児がん患者の集約化によって､旅費や宿泊費など.=よる経済的な問題もさら

に大きくなる｡また､入院中は親に付き添われる権利.遊びの権利､教育を受ける権

利など､子ども条約や病院の子ども恵章などに規定される子どもの権利がないがしろ

にされる傾向がある｡治療に関連したストレスの受容能力が未熟な小児では治療終了

後に心的外傷後ストレス障害 (PTSD)を生じたり､治療後も精神的問題を抱えること

も稀ではないO長期入院を快適に過ごすための療養環境の整備も不十分であるO教育

については､院内学級が設置されていなかったリ､設置されていてもその体制が不十

分であるなどのほか､院内学級で教育を受けるためには学箱移動が必要であること､

前籍校が私立学校である場合には退学になる場合もあること､また､学籍移動の手続

きが懐紙であるなどの種々の問題がある｡

さらに､終末期ケアを含めた緩和ケアについては､小児がん患者･家族に最適化さ

れたケアがほとんど提供されていないという状況である｡

(取り組むべき施策)

前述したように､小児がん拠点病院には､治療中に豪族･きょうだいが宿泊できる

施設を併設すること､さらに療養生活を送る子どもに､PTSDを未然に防いだり､健や

かな成長を促すために､遊びなどを通じて心理社会的支援を行う臨床心理士などの職

種や社会福祉士をはじめとする専門職の寵置が必須である｡教育に関わる問題につい

ては､院内学級のさらなる整備のほか､学籍の問題など運用面での制度変更や指導が

必要である｡さらに.高等教育に関しても適切な対応が望まれる｡緩和ケアについて

は､小児がん拠点病院の項で述べたように､治療中から一貫した療病緩和､終末期ケ

アを含めた緩和ケアを充実させ､死別後の家族へのビリーブメントケアも必要である｡

長期に治療が必要な患者の経済的問題については､拠点病院への通院にあたって､遠

隔地であるなどの一定の要件を満たす患者や家族の通院に係る経費について､経済的

支援を含めた他制度の活用など､何らかの支援制度を検討する｡

(3)小児がん経験者への支援
･8-



(現状及び課題)

原疾患が一段落した時点以降の長期間にわたるフォローアップが必ずしも十分に

行われていない｡また､疾患や治療の合併症や後に生じる晩期合併症に関しては､患

者やその家族に著しい精神的および身体的苦痛が生じる場合もあるにもかかわらず､

その対処も不十分な状況である｡小児がん経験者は個々の合併症の度合いやその併発

によって各々に問題を抱えているが､治療後の原籍校-の復帰を含めた就学や就労支

援を含む自立支援体制がほとんどない｡精神的及び身体障害を重複する小児がん患者

も多く､その苦痛や支える家族の負担は著しいものとなる場合もあるが､それぞれに

対する福祉･介護制度でOj対応では救済されない場合が多い｡このため子どもの成長

とともに家族の負担は増えてくるのが現状である｡

(取り組むべき施策)

小児がんの晩期合併症の現状を把握した上でその対応を進めていく｡フォロー

アップ診療は､成人診療科と十分な連携の上に行われるべきで､患者個々によって対

応が異なるが､地域の家庭医や成人診療科に円滑に移行できる体制整備とともに､小

児がん拠点病院ではフォローアップ外来と相談支援センターを併設して､小児がん患

者が抱える心理社会的問題､特に自立支援に対して総合的に対応できる体制を確立す

る｡経済的問題に対しては､20歳以上の患者の医療費支援のあり方の見直し､障害

者支援に関する制度など.他法との整合性についても検討し､活用可能な体制を確立

する｡また､就労支援については､小児がん纏験者が働く権利を擁護するための制度､

企業の就業規則における短時間勤務や体験規定の充実を含む合理的配慮を義務づけ

るための制度など､小児が41経験者の自立に資する制度についても検討する.

3 小児がんの登録制度の整備

(1)小児がん登録制度の整備

(現状及び課題)

小児がんの登矧 こついては､小児専門病院など現在のがん診療連携拠点病院以外の

施設で診断および治療がされることが多く､院内がん登録や地域がん登録から漏れる

ことが多い｡小児がんは発生数が少ないことから悉皆登録が必要であり､学会で登録

事業が行われているが､登録は各施設の自発的な判断に任されており全数把握までに

至っていない｡そのため､発生数の増減や死亡率の推移が不明であり､がん対策の遂

行上､大きな障壁となっている｡

(取り組むべき施策)
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登録制度は､治療や研究に必要なだけでなく､成人後の小児がん患者支援のために

も重要なシステムである｡悉皆登録のためには､法制化も含めた医療機関か与の登録

の義務化が望まれる｡また､登録しやすい様式と仕組み､目的に応じた登録制度の構

築とともに､治療施設ごとの登録データの公開や治療成績の公開も必要である9

小党がん拠点病院においては､現在行われている小兜がんの登録システムや院内が

ん登鋳および地域がん登録との連携を構築することが必要である｡

4 小児がん対策におけ_季研修 ･_教育体制について_

(1)小児がんについての学校教育のあり方

(現状及び課題)

L 小児がんは､ドラマなどの題材にはしばしばなるが.子どもを含む国民に対し､正確な情

報に基づく啓発がされていない｡そのため､小児がん患者に対するいわれなき偏見や憐欄

の対象となりやすいOまた､知識不足のため､小児がん患者の医療機関への受診の遅れ､

さらには適切な診断と治療の機会喪失につながっている｡特に､小児がん患者あるいは潅

験者を受け入れる学校での認識不足は､患者たちの不利益となっているのが現状である｡

(取り組むべき施策)

小児がんは成人がんと同様T=学校教育に組み込んで､小児がんや小児難病へ

の偏見を払拭することが望まれる｡まず養護教諭をはじめとする学校関係者が理解し､

がんや小児がんに対し子どもに恐怖感等を与えないよう進めていくT=めの研修が必
須である｡

(2)小児がんに携わる医療従事者などの育成 ･研修体制

(現状及び課題)

関係学会で小児がんの専門医制度が開始された状況ではあるが､必要最低限の条件

であり､必ずしも小児がんすべてに対する高い専門性を担保するものではないC小児

がんに携わる医師以外の医療関係者の育成 ･研修制度は皆無である｡

(取り組むべき施策)

専門医は:その経験症例や経歴を公表して客観性のある専門性を示すべきであり､

学会が構築する制度とは独立した評価に基づくことが望ましい｡小児がんの専門医育

成のための研修制度も､学会で設けているが､さらに高い専門性を担保できるよう小

児がん拠点病院への患者の集約化とともに十分な症例数の経験が可能な研修体制を

構築する｡また､小児がんのトータルケアに関わる小児がん医療関係者の研修制度に

ついても.小児専門看護師､がん専門看護師､療養生活を送る子どもに遊びなどを通
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じて心理社会的支援を行う職種､臨床心理士､社会福祉士など､職種を超えて小児が

んについての研修を行うことが望まれる｡思春期を含む子どものための緩和ケアの充

実のために､現在行われている小児緩和ケア講習会を制度化し､その内容には､患者

とその家族とのコミュニケ｢ションスキルや年齢別の問題点を明らかにしたロール

プレイなども含まれるべきである0

5 小児がん研究体制の整備について

(1)臨床試験研究体制のあり方

(現状及び課題)

行うべき路床研究は多岐に渡るが､治療開発のためのものとして大きく2種に大別

される｡ひとつは適応外薬などを用いた早期開発試験でもうーつは標準治療を決定す

るための後期試験である｡前述したように日本では200を超える施設で小児がん診

療が行われているため､後期試験に必要な症例数を集積するためには100以上の施

設を対象としなければならない｡そのため､試験を完了するのに長期間を要するばか

りか､膨大な経費と人的資源を必要とし､極めて非効率である｡少数施設で行うべき

早期開発試験も同様の理由で遂行が困難である｡また､小児系診療科は人員が少ない

ため､試験の円滑な実施に困難をきたしている｡すなわち､臨床試験体制は極めて不

十分である｡

(取り組むべき施策)

小児がんは発症数が少ないことから､小児がん拠点病院に集約化して治療を行い､

多種の難治がんを対象とした臨床試験を効率的に実施できる体制を確立する｡特に厳

重なモニタリングを必要とする早期開発試験においては10施設以下に集約した施

設 (小児がん拠点病院)で行える体制を整える｡このためには臨床試顔を支援する専

門職の配置などが必要である｡また､がん種ごとの臨床試験の実施状況やその結果を

公開することも重要である｡

(2)劇薬及び新薬開発に関する研究

(現状及び課題)

小党がんに対する未承認桑や適応外薬に関しては､成人にくらべ著しく遅れており

過去7年間では白血病用杭がん剤が1薬剤､固形がんでは造血幹細胞移植用の1薬剤

を除くと皆無である｡その大きな原因は､市場規模が小さいため製薬企業にとっては

魅力がなく､適応取得に要するコストを回収できないためであるa
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(取り組むべき施策)

小児に対する未承認薬や適応外薬の現状分析と対策を包括的に検討する場を設置

する｡成人領域での新薬開発に際して､小児適応の取得を促すためのインセンティブ

の設定など強力な政策誘導が必要である｡また､医療上必要な未承認薬については､

個人輸入に依存することのないよう､法に基づくコンパッショネー トユース制度を整

備し､未承認薬の人道的使用手順､路床情報の収集システムを確立し､有効な治療法

の開発に結びつけるべきであるo

(3)基礎研究及び橋渡し研究､疫学研究のあり方

(現状及び課題)

小児がん領域の基礎研究や橋渡し研究は行われてはいるものの､研究基盤は脆弱で

研究者の層も薄い｡また､これらが臆床に応用されることがほとんどなく､また､非

医師での小児がん研究者が少ないO疫学研究については成人領域と異なり､発症要因

については電磁界と白血病発症との関連の研究以外､ほとんど行われていない｡欧米

では小児白血病の発症要因を探索するための疫学研究が活発に行われているOそれ以

外の疫学研究は個人の研究者レベルで細々と行われているに過ぎない｡また､これら

の疫学研究は成果を得るのに長い年月を要する｡

(取り組むべき施策)

小児がんセンターなどを拠点として､基礎研究や橋渡し研究を実施する体制を構築

する｡.疫学研究についても発癌要因のほか､晩期合併症の発生頻度など不明な点が多

いため､小児がんセンターの事業として継続的に実施することが必要である｡また､

福島原発の事故に伴い､放射線被ばくと小児での発がんの因果関係を明らかにするた

めの疫学研究も重要な課題である｡小児がんセンターは､これらの研究成果を公開し

て研究成果の見える化を痛い､医療関係者だけでなく､小児がん患者 ･家族､一般国

民に周知し､さらには適切な評価を受けることも重要であるO

(4)医療機器開発研究のあり方

(現状及び課題)

医療機器関連の研究は､ほとんどされていない｡小児に特化した医療機器や設備の

開発への期待は大きい｡

(取り組むべき施策)

小児に適した医療機器の開発を積極的に行い､特に重劫子線や陽子線の応用と小児

に対する保険適応についての検討を行うべきであるD
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6 評価指標の策定について

小児がん患者 ･家族のいのちと将来を守るための小児がん医療夷現をEl指し､以下

の評価目標を定める｡

(1)小児がん拠点病院への小児がん患者の集約化

小児がん拠点病院の整備に伴い､拠点病院での小児がん患者の診療実数､コン

サルテーションされた症例数の状況を把握し､患者の集約化の程度を把握する｡

(2)診療ガイ ドライン及びフォローアップガイドライン提示とその効果

小児がん拠点病院にて把握された小児がん愚者には､診療ガイドラインが提示

され､また､小児がん治療終了者全員がフォローアップガイドラインを提示され

たうえで､フォローアップ手帳が入手ができることを目標とする｡

(3)死亡率の減少

各地域での年齢別の小児がん死亡率を把握し､死亡率の減少効果について検証する｡

(4)患者 ･豪族の満足度向上

患者 .家族に対する全国共通の満足度調査にて､治療および療養生活に関する満足

度を計測することにより､診療の質と患者 ･家族支援休制の充実度を評価する｡

(5)小児がんセンターの機能評価

小児がんセンターの所定の年度別目標の達成度について年度ごとに評価する｡

(6)小児がん拠点病院の機能評価

小児がん拠点病院の指定要件を主とする目標の達成度を年度ごとに評価する｡
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Ⅱ 小児がん 対策 を計画的に推進するために必要な課題

1 評価体制の整備

小児がん対策を実施するに当たり､その達成度について検討し､評価や助言を継続的

に行う体制が必要である｡指標としては､個別目標の項で述べた事項について評価する

が､評価する場には小児がんの専門家とともに患者･家族の代表が委員として加わった

第三者機関などの組織で､継続的に小児がん対策､特に小党がん拠点病院および小児が

んセンターの運用状況について評価し､助言を行う0

2 小児がん拠点病院の指定と段階的整昼

小児がん拠点病院を設置して､小児がん患者を集約し､最新かつ適切な治療を行うに

あたり､その設置にあたっては､段階的な指定要件の策定および要件達成のための方策

について検討することが必須である｡また､造血器腫癌､脳腫癌などの臓器別の小児が

ん拠点病院施設の構築も検討すべきである｡

3 小児がん領域の診療の適正な評価

小児がん領域での診断や治療には､成人に比べより多くの時間と医療関係者､および

専門スタッフが必要である｡特に小児科においては､社会問題となっているように､医

師の不足が顕著であり､小児がんに関する専門医が育ちにくい環境がある｡保険診療に

おいてそれに見合った診療報酬上の加算や予算の担保が必要である｡

特に放射線療法については､言い聞かせや静脈麻酔による鎮静が必要であり､成人に

比べて数倍の時間と人手を要する｡また､対象が小さいうえに晩期合併症の危険性が高

いため､より精度の高い機器､および技術が必要なため､小児がん拠点病院で対応する

とともに保険診療におけるそれに見合う加算が必要である｡現状ではこれらの理由のた

め､小児は最新の放射線治療から排除される傾向にある｡

_4_長期フォ｡-アップのために有用を基盤整備

小児がん登録によって､個別の小児がん患者の把握が可能となるが､患者とその家族

が希望すれば､それと同時に個別の患者支援が開始され､長期フォローアップにも活用
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することが可能となる｡長期フォローアップのデータと連結すれば患者･家族支援にと

ってより有用と考えられるため､今後､個人情報の取り扱いに十分留意した形で対策を

講じる必要性があるD

声 就学支援体制 (学ぶ権利)の整備

集約化､拠点化に際して■は､遠方から入院する患者が増加すると予想されるが､都道

府県を越えて容易に転籍を可能とする全国統一した対応策が必要である｡また､外来通

院中や退院後の教育支援､訪問看護や訪問教育についてもさらなる充実を図る必要があ

る｡

6 小児がん領琴の医療関係者の育嘩 I

小児がんの治療のために療養生活を送る子どもに､遊びなどを通じて心理社会的支援

を行う職種や小児がんに精通した看護師などの認定制度についても構築していく必要

がある｡また.医療制度などの制度面だけでは不十分な部分が多く残るため､これらを

埋めるために､患者 ･家族会による支援､ピアサポーターの育成なども積極的に取り組

むべき課題である｡
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患者/豪族･団体

診療所がん診療連
携拠点病院

雌 凄

地 方 自治体

厚生労働省

第三者機関

小児がん拠点病院 (仮 称)
①専門医療の提供体制(小児がんと思春期がんを扱う各診療科､
十分な症例数､治療施設､臨床訪韓､再発･難治がん対応等)

(診 長期フォローアップ体制(長期フォローアップ外来)
③ 看護･療養体制(療養生活を送る子どもに遊びなどを通じて心理

社会的支援を行う帝種､社会福祉士等の配置､終末期医療を含む
小児専門緩和ケアチーム等)

④ 療育体制(チャイルドプレイルーム､宿泊所､院内学級
h'1-⑤･相識支援体制(相談窓EI､患者余支援等)

⑥ 研修俺斬(小児がわ研修会･r･研修カリキミラム等)
⑦ 地域.成人医療梯開,.,と.q?具体的な連携体制

中兵 評価/指導

...p.‥三･･>小児がんセンター(仮称)
●データ集約と情報発信 ●診療･研究支援 ● 拠点 の評価･指導

拠点病院情報(診療体制･臭銭) ･中央診断体制(病理･画像) ● 長期フォローアップ支援
各種診療ガイドライン .登録･疫学(コホート)研究 ● 患者･家族の生活支援.電話相談
臨床試験･新薬情報 ･新規治療･新薬開発支援 ● 施柴の立案と提言

*:初期診療においては必ず小児がん拠点病院にて診断あるいはコンサルテーションを行い､地域医療機関との連携のもとに正しい治療を提供する｡フォEl-アップにおいては､拠点
病院と地域医療機関が連携し､ガイドラインのもとに地域で可瀧な診療を提供する｡診療情報やフォローアップデ-タは全て拠点病院に報告し､小児がんセンターに集積する｡

(作成 捨山)



革考資料8

健 発 第 0301001号

平 成 2 0年 3月 1 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

がん診療連携拠点病院の整備について

我が国のがん対策については､がん対策基本法 (平成 18年法律第 98号)及び ､

同法の規定に基づく ｢がん対策推進基本計画｣ (平成 19年 6月 15日閣議決定.

以下 ｢基本計画｣とい う｡)により､総合的かつ計画的に推進 しているところであ

る｡

がん診療連携拠点病院については､全国どこでも質の高いがん医療を提供するこ

とができるよう､がん医療の均てん化を戦略目標 とする ｢第 3次対がん 10か年給

合戦略｣等に基づき､その整備を進めてきたところであるが､基本計画において､

更なる機能強化に向けた検討を進めていく等 とされていることから､ ｢がん診療連

携拠点病院の指定に関する検討会｣を開催 し､指定要件の見直し等について検討を

進めてきたところである｡

今般､この検討会からの提言を踏まえ､ ｢がん診療連携拠点病院の整備に関する

指針｣ (以下 ｢指針Jとい う｡)を別添のとお り定めたので通知する｡

ついては､各都道府県におかれては､指針の内容を十分了知の上､がん患者がそ

の居住する地域にかかわらず等 しくそのがんの状態に応 じた適切ながん医療を受け

ることができるよう､がん診療連携拠点病院の推薦につき特段の配慮をお願いする｡

また､指針に規定する ｢新規指定推薦書｣等については､別途通知するので留意

されたい｡

おって､ ｢がん診療連携拠点病院の整備について｣ (平成 18年 2月 1日付け健

発第0201004号厚生労働省健康局長通知)は､平成 20年 3月 31日限り廃止するo
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がん診療連携拠点病院の整備軽関する指針

(健発第 030.1001号 平成 20年 3月 i日厚生労働省健康局長通知)

(平鹿 22年 3月 31日一部改正)

(平成 23年 3月 29日一部改正)

Ⅰ がん診療連携拠点病院の指定について

1 がん診療連携拠点病院 (都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連

携拠点病院をい う｡以下同じ｡)は､都道府県知事が2を踏まえて推薦する医

療擁関について､第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ､厚生労働

大臣が適当と静めるものを指定するものとする.

2 都道府県は､専門的ながん医療の提供等を行 う医療機関の整備を図るととも

に､当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか､がん患

者に対する相談支援及び情報提供を行 うため､都道府県がん診療連携拠点病院

にあっては､都道府県に1カ所､地域がん診療連携拠点病院にあっては､2次

医療圏 (都道府県がん診療連携拠点病院が整備 されている2次医療圏を除くb)

に1カ所整備するものとする｡ただし､･当該都道府県におけるがん診療の質の

向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である

湯合には､この限 りでないものとする｡なお､この場合には､がん対策基本浜

(平成 18年法律第 98号)第 11条第 1項に規定する都道府県がん対策推進

計画との整合性にも留意すること｡

3 独立行政法人国立がん研究センターは､ (以下 ｢国立がん研究センター｣と

いう｡)我が国のがん対策の中核的機関として､他のがん診療連携拠点病院-

の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師

その他の医療従事者の育成や情報発信等の役割を担 うとともに､我が国全体の

がん医療の向上を牽引していくこととし､国立がん研究センターの中央病院及

び東病院について､第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ､厚生労

働大臣が適当と認める場合に､がん診療連携拠点病院として指定するものとす

る｡1

4 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院については､院内の見やすい

場所にがん診療連携拠点病院である旨の掲示をする等､がん患者に対 し必要な

情報提供を行 うこととする｡

5 厚生労働大臣は､がん診療連携拠点病院が指定要件を欠 くに至ったと謬める

ときは､その指定を取 り消すことができるものとす る｡

ー2-



Ⅱ 地域がん診蘇連携拠点病院の指定要件について

1 診療体制

(1)診療機能

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

ア 我が国に多いがん (肺がん､胃がん､肝がん､大腸がん及び乳がんを

いう｡以下同じ｡)及びその他各医療機関が専門とするがんについて､

手術､放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び

緩和ケア (以下 ｢集学的治療等｣という｡)を提供すろ体制を有すると

ともに､各学会の診療ガイ ドラインに準ずる標準的治療 (以下 ｢標準的

治療｣という｡)等がん患者の状態に応 じた適切な治療を提供すること｡

イ 我が国に多いがんについて､クリティカルパス (検査及び治療等を含

めた詳細な診療計画表をいう｡)を整備すること｡

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう､キャ

ンサーボー ド (手術､放射線療汝及び化学療法に携わる専門的な知識及

び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症

状､状態及び治療方針等を意見交換 ･共有 ･検討 ･確認等するためのカ

ンファレンスをいう｡以下同じ｡)を設置し､定期的に開催すること｡

② 化学療法の提供体制

ア 急変時等の緊急時に (3)の②のイに規定する外来化学療法室におい

て化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること｡

イ 化学療法のレジメン (治療内容をいう｡)を審査し､組織的に管理す

る委員会を設置すること｡なお､当該委員会は､必要に応 じて､キャン

サーボードと連携協力すること｡

(卦 緩和ケアの提供体制

ア (2)の①のクに規定する医師及び (2)の②のクに規定する看護師

等を構成員とする緩和ケアチームを整廃 し､当該緩和ケアチームを組織

上明確に位置付けるとともに､がん患者に対し適切な緩和ケアを提供す

ることD

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を･整備すること｡

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等

が参加する症状緩和に係るカンファレンスを週 1回程度開催すること｡

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受け

られる旨の掲示をするなど､がん患者に対し必要な情報提供を行 うこと｡

オ かか~りつけ医の協力 ･連携を得て､主治医及び看護師がアに規定する

緩和ケアチームと共に､退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上

必要な説明及び指導を行 うこと｡

カ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど､地域

の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること｡
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④ 病病連携 ･病診連携の協力体制

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行 うこと｡また､

がん患者の状態に応 じ､地域の医療機関-がん患者の紹介を行うこと｡

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼､手術､放射線療法又は化学療法

に関する相談など､地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関す

る連携協力体制を整備すること｡

ウ 我が国に多いがんについて､地域連携クリティカルパス (がん診療連

携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表､共同診療計

画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体

像を体系化し.た表をいうD以下同じ｡)を整備すること.

エ クに規定する地域連携クリティカルパスを活用するなど､地域の医療

機関等と協力し､必要に応 じて､退院時に当該がん患者に関する共同

の診療計画の作成等を行 うこと｡

⑤ セカンドオピニオンの提示体制

我が国に多いがんについて､手術､放射線療法又は化学療法に携わる専

門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン (診断及び治

療法について､主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう｡

以下同じ｡)を提示する体制を有すること｡

(2)診療従事者

(∋ 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 専任 (当該療蔭の実施を専ら担当していることをいうOこの場合にお

いて､ ｢専ら担当している｣とは､担当者となっていればよいものとし､

その他診療を兼任していても差 し支えないものとする｡ただし､その就

一業時間の少なくとも5割以上二当該療汝に従事している必衰があるもの

とする｡以下同じ｡)の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有

する医師を1人以上配置することDなお､当該医師については､原則と

して常勤であること｡また､専従 (当該療法の実施 日において､当該療

法に専ら従事していることをい_う｡この場合において､ ｢専ら従事して

いる｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､当該療法に従事して

いることをいう｡以下同じ｡)であることが望ましい｡

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以

上配置すること｡なお､当該医師については､原則として常勤であるこ

と｡また､専従であることが望ましい｡

ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに､専任の身体症状の緩和

に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること｡

なお､当該医師については､原則 として常勤であること｡また､専従で

あることが望ましい｡

(1)の③のアに規定する緩和ケアチームに､精神痘痕の緩和に携わ

-4-



る専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること｡なお､

当該医師については､専任であることが望ましい｡また､常勤であるこ

とが望ましい｡

エ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること｡なお､当該医

師については､原則 として常勤であること｡

② 専門的な知識卑び技能を有するコメディカルスタッフの配置

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を 1人以上配置する

こと｡

専任の放射線治療における機器の精度管理､照射計画の検証､照射計

画補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること0

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師

を1人以上配置すること｡

(3)の②のイに規定する外来化学療法室に､専任の化学療法に携わる

専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること｡

なお､当該看護師については､専従であることが望ましい｡

ウ (1)の③のアに規定する緩和ケアチームに､専従の緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置すること｡

(1)の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療

心理に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい｡

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい｡

③ その他

ア がん患者の状態に応 じたより適切ながん医療を提供できるよう､各診

療科の医師における情報交換 ･連携を恒常的に推進する観点から､各診

療科を包含する居室等を設置することが望ましい｡

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は､当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定

期的に評価 し､当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す

ること｡なお､当該評価に当たっては､手術 ･放射線療法 ･化学療法の

治療件数 (放射線療法 ･化学療法については､入院 ･外来ごとに評価す

ることが望ましい｡)､紹介されたがん患者数その他診療連携の実績､

論文の発表実居､研修会 ･日常診療等を通じた指導実唐､研修会 ･.学会

等-の参加実績等を参考とすることD

(3)医療施設

① 年間入院がん患者数

年間入院がん患者数 (1年間に入院したがん患者の延べ人数をい うD)

が 1200人以上であることが望ましい｡

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア 放射線治療に関する機器を設置すること｡ただし､当該機器は､リニ
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アックなど､体外照射を行 うための機器であることO

イ 外来化学療法室を設置すること｡

ウ 集中治療室を設置することが望ましい｡

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は､無菌病室を設置すること｡

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語 り合 うための場を設け

ることが望ましい｡

③ 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取 り組むこと｡

2 研修の実施体制

(1)原則として､別途定める ｢プログラム｣に準拠した当該 2次医療圏におい

てがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に

実施すること｡

(2) (1)のほか､原則として､当該 2次医療圏においてがん医療に携わる医

師等を対象 とした早期診断､副作用対応を含めた放射線療法 ･化学療法の推

進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること｡なお､当該研修については､

実地での研修を行 うなど､その内容を工夫するように努めること｡

(3)診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカ

ンファレンスを毎年定期的に開催すること｡

3 情報の収集提供体制

(1)相談支援センター

①及び(参に掲げる相談支援を行 う機能を有する部門 (以下 ｢相談支援セン

ター｣とい う｡なお､相談支援センター以外の名称を用いても差し支えない

が､その場合には､がん医療に関する相談支援を行 うことが分かる名称を用

いることが望ましい｡)を設置 し､当該部門において､アからキまでに掲げ

る業務を行 うこと｡なお､院内の見やすい場所に相談支援センターによる相

談支援を受けられる旨の掲示をするなど､相談支援センターについて積極的

に広報すること｡

① 国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に

携わる者をそれぞれ 1人以上配置すること｡

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て､院内外のがん患者及びその家

族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す

ること｡また､相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携

協力体制の構築に積極的に取 り組むこと｡

<相談支援センターの業務>

ア がんの病態､標準的治療法等がん診療及びがんの予防 ･早期発見等に

関する一般的な情報の提供

イ 診療機能､入院 ･外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野 ･
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経歴など､地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集､提供

ウ セカンドオピニオンの擾示が可能な医師の滞介

エ がん患者の療養上の相談

オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の

事例に関する情報の収集､提供

力 アスベス トによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談

キ HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談

ク その他相談支援に関すること

(2)院内がん登録

(》 健康局総務課長が定める ｢標準登録様式｣に基づく院内がん登録を実施

すること｡

② 国立がん研究センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務

を担 う者を1人以上配置すること｡

(卦 毎年､院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターのがん対策情

報センターに情報提供することo

④ 院内がん登録を活用することにより､当該都道府県が行 う地域がん登録

事業に積極的に協力すること｡

(3)その他

(》 我が国に多いがん以外のがんについて､集学的治療等を提供する体制を

有し､及び標準的治療等を提供している場合は､そのがんの種類等を広報

すること｡

② 臨床研究等を行っている場合は､次に掲げる事項を実施することo

ア 進行中の臨床研究 (治験を除くD,以下同じ｡)の概要及び過去の臨床

研究の成果を広報すること｡

イ 参加中の治験について､その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広

報することが望ましい｡

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に

ついて

医療法第4灸の2 (昭和●23年法律第 205号)に基づく特定機能病院を地域

がん診療連携拠点病院として指定する場合には､Ⅱの地域がん診療連携拠点病院

の指定要件に加え､次の要件を満たすこと｡

1 組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行 う機能

を有する部門 (以下 ｢放射線療法部門｣とい う｡)及び組織上明確に位置付

けられた複数種類のがんに対 し化学療法を行 う機能を有する部門 (以下 ｢化

学療法部門｣という｡)をそれぞれ設置し､当該部門の長 として､専任の放

射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
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それぞれ配置すること｡なお､当該医師については､専従であることが望ま

しい｡

2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対し､高度のが

ん医療に関する研修を実施することが望ましい0

3 他のがん診療連携拠点病院-診療支援を行 う医師の派遣に積極的に取り組

むこと｡

ⅠⅤ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について

都道府県がん診療連携拠点病院は､当該都道府県におけるがん診療の質の向上

及びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役割を担い､Ⅱの地域がん診

療連携拠点病院の指定要件に加え､次の要件を満たすこと｡ただし､特定機能病

院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合には､Ⅲの特定機能病院

を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え､次の要件

(1を除く｡)を満たすこと｡

1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置し､当該部門の長として､

専任の放射線療浜又は化学療浜に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤

の医師をそれぞれ配置すること｡なお､当該医師については､専従であるこ

とが望ましい｡

2 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医

師 ･薬剤師 ･看護師等を対象とした研修を実施すること｡

′3 地域がん診療連携拠点病院等に対し､情報提供､症例相談及び診療支援を

行 うこと｡

4 都道府県がん診療連携協議会を設置し､当該協議会は､次に掲げる事項を

行 うこと｡

(1)当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体刺

その他のがん医療に関する情報交換を行 うこと.

(2)当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析､評価等を行 うこと｡

(3)がんの種類ごとに､当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示す

る体制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成 ･共有

し､広報すること｡‥

(4)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院-の診療支援を行う医師の

派遣に係る調整を行 うこと｡

(5)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携

クリティカルパスの一覧を作成 .共有すること｡また､我が国に多いがん

以外のがんについて､地域連携クリティカルパスを整備することが望まし

い｡

(6) Ⅱの2の (1)に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が

実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その
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他各種研修に関する計画を作成すること｡

Ⅴ 国立がん研究センターの中央病院及び束病院の指定要件について

国立がん研究センターの中央病院及び東病院は､Ⅲの特定機能病院を地域がん

診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件を満たすこと｡

Ⅵ 指定 ･指定の更新の推薦手続き等､指針の見直し及び施行期日について

1 壬旨定の推薦手続等について

(1)都道府県は､Ⅰの1に基づく指恵の推薦に当たっては､指定要件を満

たしていることを確認の上､推薦意見書を添付 し､毎年 10月末までに､

別途定める ｢新規指定推薦書｣を厚生労働大臣に提出すること｡また､地

域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定の推

薦をし直す場合又は都道府県がん診療連携拠点病院を地域がん診療連携拠

点病院として指定の推薦をし直す場合も､同様とすること｡

(2)がん診療連携拠点病院 (国立がん研尭センターの中央病院及び東病院

を除く｡)は､都道府県を経由し､毎年 10月末までに､別途定める ｢現

況報告書｣を厚生労働大臣に提出すること｡

(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は､毎年 10月未まで

､に､別途定める ｢現況報告書｣を厚生労働大臣に提出すること｡

2 指定の更新の推薦手続等について

(1) Ⅰの1及び4の指定は､4年ごとにその更新を受けなければ､その期間

の経過によって､その効力を央 う｡

(2) (1)の更新の推薦があった場合において､ (1)の期間 (以下 ｢指定

の有効期間｣という｡)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が

されないときは､従前の指定は､指定の有効期間の満了後もその指定の更

新がされるまでの間は､なおその効力を有する (Ⅰの1に規定する第三者

によって構成される検討会の意見を踏まえ､指定の更新がされないときを

除く｡)｡

(3) (2)の場合において､指定の更新がされたときは､その指定の有効期

間は､従前の指定の有効期間の満了のElの翌日から起算するものとするD

(4)都道府県は､ (1)の更新の推薦に当たっては､､指定要件を満たして

いることを確認の上､推薦意見書を添付し､指定の有効期間の満了する日

の前年の10月未までに､別途定める ｢指定更新推薦書｣を厚生労働大臣

に提出すること｡

(5) Ⅰの1から3及びⅡからⅤまでの規定は､ (1)の指定の更新について

準用する｡

3 指針の見直しについて

健康局長は､がん対策基本法第9条第 8項において準用する同条第 3項の規
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定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める

場合には､この指針を見直すことができるものとする｡

4 施行期日

この指針は､平成20年4月 1日から施行する｡ただし､Ⅱの3の く1)の

①及びⅡの3の (2)の②については､平成 22年 4月 1日から嬢行するDま

た､Ⅱの1の (1)･の④のクについては､平成 24年4月 1日から施行する｡
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がん診療連携拠点病院の整備に関する指針

(定義の抜粋)

1我が国に多いがん

肺がん､胃がん､肝がん､大腸がん及び乳がんをいう｡

2 クリティカルパス

検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいうo (クリニカルパスと同じo)

3 キャンサーボー ド

手術､放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師そ

の他の専門を異にする医師等.によるがん患者の症状､状態及び治療方針等を意見

交換 ･t共有 ･検討 ･確認等するためのカンファレンスをいう｡

l4 レジメン1
治療内容をいう｡

5地域連携クリティカルパス

がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表､共同診

療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を

体系化した表をいう｡ (地域連携クリニカルパスと同じ｡)

6セカンドオピニオン

診断及び治療法について､主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見

をいう｡

匡二重司
当該療法の実施を専ら担当していることをいう｡この場合において､ ｢専ら担

当している｣とは､担当者となっていればよいものとし､その他診療を兼任して

いても差し支えないものとする｡ただし､その就業時間の少なくとも5割以上､

当該療法に従事している必要があるものとする｡



匡二二室頭
当該療法の実施 日において､当該療法に専ら従事していることをい う｡この場

合において､ ｢専ら従事 している｣とは､その就業時間の少なくとも8割以上､

当該療法に従事していることをいう｡

9 年間入院がん患者数

1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう｡

10 放射線療法部門

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行 う機能を有

する部門をいう｡

lll.化学療法部門卜

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行 う機能を有す

る部門をいう｡
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